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資
　
　
料

東
ド
ィ
ツ
に
わ
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
の
杜
会
主
義
化

　
　
　
　
ツ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
場
合

○
箒
ｏ
勾
饒
巨
２
く
◎
旨
ｃ
鼻
ｏ
ユ
彗
昌
冒
○
ｏ
↓
墨
区
Ｕ
饒
掲
ｏ
■
お
ｏ
ｃ
ｏ
．

Ｈ

大
　
藪

輝
　
雄

　
戦
後
東
ド
イ
ツ
の
昆
主
的
土
地
改
革
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

か
の
研
究
が
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
地
域
で
具
体

的
に
ど
の
よ
う
た
か
た
ち
で
実
施
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
た
る
と
、

わ
れ
わ
れ
外
国
の
研
究
者
に
は
な
か
な
か
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
オ
ッ
ト
ー
・
リ
ュ
ー
レ
著
『
隷
民
か
ら
公
民
へ
』

は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
も
ユ
ソ
カ
ー
的
大
土
地
所
有
の
比
重
の
高

か
っ
た
地
域
で
あ
る
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
（
一
部
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に

も
ま
た
が
る
）
の
一
っ
の
郡
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜

会
主
義
化
の
過
程
を
詳
細
に
調
査
研
究
し
、
そ
の
後
の
杜
会
主
義
建
設

の
プ
ラ
ソ
作
肪
の
基
礎
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意

味
で
本
書
は
統
計
数
字
に
よ
る
一
般
的
叙
述
だ
け
で
は
知
り
え
な
い
具

体
的
姿
を
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
示
し
て
く
れ
て
大
変
有
益
で
あ
る
。

　
た
だ
、
本
書
の
発
行
は
一
九
五
八
年
と
、
い
さ
さ
か
古
く
、
農
業
の

集
団
化
は
こ
れ
以
後
一
九
六
〇
年
ま
で
の
間
に
急
激
に
進
行
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

で
、
こ
の
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
本
書
は
四
五
〇
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
、
こ
の
地
域
の
歴
史
と
現
状
と
将

来
計
画
の
み
で
た
く
、
農
業
、
商
工
業
、
交
通
、
住
宅
、
教
育
・
文



化
、
保
健
と
杜
会
保
障
、
国
家
の
諾
問
題
を
含
む
総
合
的
な
地
域
研
究

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
農
業
に
関
す
る
部
分
だ
げ
を
自
由

に
摘
訳
し
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
紹
介
こ
あ
た
っ

て
は
一
般
的
叙
述
を
簡
田
各
に
し
て
資
料
的
部
分
を
な
る
べ
く
多
く
す
る

よ
う
に
つ
と
め
た
。

　
（
１
）
　
北
条
功
「
第
二
次
大
戦
後
の
東
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
土
地
改
革
」
　
（
土

　
　
　
地
制
度
史
学
三
五
号
所
収
）

　
　
　
上
杉
重
二
郎
「
第
二
汽
世
界
戦
争
後
に
－
お
げ
る
東
ド
ィ
ツ
の
民
主
灼
農

　
　
　
地
改
革
に
か
ん
す
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
立
教
経
済
学
研
究
」
一
九
六

　
　
　
四
年
八
月
号
）

　
　
　
上
杉
重
二
郎
「
ド
イ
ツ
革
命
運
動
火
』
下
青
木
書
店
一
九
六
九
年

　
　
　
上
林
貞
次
郎
編
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
発
展
過
程
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
店

　
　
　
　
一
九
六
九
年

　
（
２
）
　
東
ド
イ
ツ
に
お
け
を
」
Ｐ
Ｇ
の
発
展
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、

　
１

　
２

二
、　

１

展発のＧＰＬるげおにノイド東

目
次
（
目
次
ぱ
原
ヵ
．
６
と
お
り
で
は
な
い
）

地
域
の
特
徴

、
ノ
イ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
県
の
特
徴

、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
特
徴

民
主
的
土
地
改
革
以
前
の
農
業
構
造

、
ユ
ン
カ
ー
的
大
土
地
所
有

　
東
ド
ィ
ツ
に
１
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
芙
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
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凸

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

　
２
、
農
業
労
働
者
の
状
態

　
３
、
農
民
諸
階
層

三
、
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化

　
１
、
民
主
的
土
地
改
革
に
よ
る
農
業
構
造
の
変
化
（
以
上
本
号
）

　
２
、
農
業
に
お
け
る
杜
会
主
義
的
セ
ク
タ
ー
の
発
展
（
以
下
次
号
）

地
域
の
特
徴

　
ー
　
ノ
イ
ブ
ラ
ソ
デ
ソ
ブ
ル
ク
県
の
特
徴

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
郡
穴
３
げ
の
所
属
す
る
ノ
ィ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
県
零
巨
寿
は
、
地
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
東
ド
イ
ツ
北
部

の
農
業
地
帯
の
中
心
に
位
置
し
、
以
前
に
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
と
プ
ロ

イ
セ
ン
（
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
、
フ
ォ
ァ
ポ
ム
メ
ル
ン
）
に
所
属
し
て
い
た
が
、

こ
の
両
部
分
か
ら
一
九
五
二
年
に
新
し
く
作
ら
れ
た
県
で
あ
る
。

　
こ
の
県
の
特
徴
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
も
き
わ
だ
っ
た
農
業
県

で
あ
る
点
に
あ
る
。

　
回
　
農
用
地
面
積
は
六
八
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
県
に

つ
い
で
第
二
位
に
、
あ
る
が
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
県
に
は
同
時
に
よ
く
発
達

し
た
工
業
と
都
市
が
あ
る
の
に
、
ノ
イ
ブ
ラ
ン
デ
ソ
ブ
ル
ク
県
に
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
　
八
八
）

れ
ら
が
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
口
二
、
○
○
○
人
以
下
の
市
町
村
の

人
口
割
合
も
マ
グ
デ
ブ
パ
ク
県
が
三
〇
％
で
あ
る
の
に
、
ノ
イ
ブ
ラ
ソ

デ
ン
ブ
ル
ク
県
は
五
二
％
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
県
で

は
農
用
地
の
相
当
部
分
が
、
都
市
住
民
の
園
地
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
ノ
イ
ブ
ラ
ソ
デ
ソ
ブ
ル
ク
は
、
東
ド
イ

ツ
に
お
げ
る
最
大
の

農
業
県
で
あ
る
と
い

っ
て
さ
し
つ
か
え
な

い
。

　
¢
オ
　
さ
ら
に
、
ノ

イ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
県
は
総
面
積
は
第

四
位
で
あ
る
が
、
人

口
数
で
は
第
一
〇
位

に
あ
り
、
人
口
密
度

は
最
低
で
あ
る
。
第

一
表
で
、
東
ド
イ
ツ

の
主
要
な
八
つ
の
農

業
県
の
人
口
二
、
○

）ユ３
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度密口人の県８業農要主表－第

人

３
３
４
６
（
ｏ
９
５
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０
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４
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２
９
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０
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２
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５
８
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・
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
〕

　
ｍ

　
　
　
山

　
　
　
Ｇ

　
Ｇ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ

　
Ｏ
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牌
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Ｗ

　
Ｇ
　
沽
に
由

　
　
　
、
　
　
昧

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
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、
炊
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舳
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、
ｎ
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｛
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鮎
趾
打
　
伽
　
舳
、
沽
　
暫
伽
舳
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ｍ
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Ｘ
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｝
．
一
一
　
、
ワ

　
　
　
、
　
　
　
舳
　
岬
　
・
　
　
山
川
　
　
。

　
　
　
　
；
　
　
　
帖
　
　
　
ｂ
　
　
　
　
　
　
　
』
　
ｓ

　
　
　
　
仙
、
舳
　
＾
　
ｎ
舳
一

　
　
　
　
　
工
　
　
　
服
　
ｄ
岬
　
焔

　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
（
　
八
九
）

耐』００
一
１８

０
６
０如

２
００

＼



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

○
○
人
以
下
の
市
町
村
の
農
用
地
一
平
方
粁
当
り
の
人
口
を
み
る
と
ノ

イ
ブ
ラ
ソ
デ
ル
ブ
ル
ク
は
五
三
人
で
最
低
で
あ
る
。

　
○
　
都
市
の
発
達
も
徴
弱
で
あ
る
。
第
一
表
を
み
る
と
、
人
口
二

〇
、
○
○
○
人
以
上
の
都
市
は
三
カ
所
、
人
口
は
合
計
七
五
、
一
〇

〇
人
で
八
県
中
最
低
で
あ
る
。
　
ノ
イ
ブ
ラ
ン
デ
ル
ブ
ル
ク
県
で
最
も

大
き
な
二
っ
の
都
市
、
ノ
ィ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
と
ノ
ィ
シ
ュ
ト
レ
ー

リ
ヅ
ッ
は
現
在
人
口
が
各
々
二
七
、
○
○
○
人
ず
っ
に
す
ぎ
ず
、
そ
の

上
に
一
四
の
郡
の
中
心
に
な
る
都
市
の
う
ち
九
つ
ま
で
が
ヒ
ト
ラ
ー
の

侵
略
戦
争
に
、
よ
っ
て
三
〇
～
七
〇
劣
の
破
壊
を
う
け
て
い
る
。

　
ゆ
　
こ
れ
ら
八
つ
の
農
業
県
に
あ
る
工
場
と
そ
の
従
業
員
の
点
で
も
、

ノ
ィ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
は
最
下
位
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
業
員
」
、

○
○
○
人
以
上
の
工
場
は
僅
か
に
二
工
場
、
従
業
員
数
は
両
者
合
わ
せ

て
二
、
四
〇
六
人
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
う
し
た
特
徴
は
、
こ
の
地
方
の
歴
史
的
菟
展
の
結
果
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
農
業
の
資
本
主
義
的
発
展

ブ
造

ン
構

デ
業

ン
農

ラ
の

ブ
県

イ
ク

ノ
ル

％８

７
．

％５

５
一

％１

７
一

２

％６

９
一

５

％０

０
・

０１

ＧＥＶ

ＢＬ
一
〇

ＧＰＬ

営経私

計合

の
「
プ
ロ
シ
ャ
型
」
の
道
に
よ
っ

て
特
徴
づ
げ
ら
れ
る
。

　
な
お
、
一
九
五
六
年
一
月
三
一

日
現
在
の
ノ
イ
ブ
ラ
ソ
デ
ン
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
九
〇
）

ク
県
に
お
け
る
農
用
地
面
積
の
配
分
は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
特
徴

　
ノ
イ
ブ
ラ
ン
デ
ソ
ブ
ル
ク
県
が
形
成
さ
れ
た
と
同
じ
一
九
五
二
年
に

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
も
彫
成
さ
れ
た
。
郡
内
の
村
落
の
五
分
の
三

は
数
百
年
来
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
所
属
し
、
郡
都
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク

を
含
む
五
分
の
二
は
プ
ロ
ィ
セ
ン
の
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
と
フ
ォ
ァ
ポ

ン
メ
ル
ン
に
所
属
し
て
い
た
。
　
第
二
表
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡

を
ノ
イ
ブ
ラ
ン
デ
ソ
ブ
ル
ク
県
の
他
の
諸
郡
と
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
回
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
は
、
き
わ
だ
っ
た
農
業
郡
で
あ
る
。
総

面
積
の
八
一
％
は
農
用
地
で
あ
り
、
こ
こ
よ
り
農
用
地
率
の
高
い
臥
は

ア
ル
テ
ン
ト
レ
プ
ト
ウ
郡
だ
け
で
あ
る
。

　
旧
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
は
、
農
用
地
一
平
方
粁
当
り
の
住
民
数

が
六
七
人
で
、
そ
れ
以
下
の
と
こ
ろ
は
レ
ー
ベ
ル
郡
だ
け
で
あ
る
。

　
○
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
は
大
き
な
都
市
が
欠
け
て
い
る
。
郡

都
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
は
人
口
七
、
五
〇
〇
人
で
、
ボ
ル
デ
ヅ
ク
が

三
、
八
○
○
人
。
ど
ち
ら
も
他
の
農
村
と
同
じ
よ
う
に
農
業
が
主
な
産

業
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
が
約
三
〇
％
、
ボ
ル
デ
ッ
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．
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∴
．
、
、
、
、
、
“
二

　
Ｋ
ｅ
　
一
い
。
＼
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＼
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．
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．
…
、
１
↑
．
・
　
＞
二
。
＼
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＼
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．
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、
一
一
。
、
、

ｒ
　
　
　
！
一
　
、
、
．
一
．
、
　
て
－
１
・
ユ
ー
　
あ
一
呼
　
　
．
。
．
，
．
く

陥
　
一
工
｝
７
二
、
、
一
。
一
、
二
。
＼
ノ
．
Ｌ

　
　
　
　
・
Ｌ
　
一
お
　
一
．
！
　
着
）
、
ノ
・
一
・
．
　
．
４
．

　
　
　
　
、
！
卜
松
、
寸
、
、
一
、
、
、
一
・
し
一

　
　
　
　
　
　
　
　
！
＼
一
ニ
ノ
一
ー
ぺ
．
、
一
一
一
／
．
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ン
’
＼
、
、
山
。
一
・
い
プ
一
ぺ
ぷ

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
’
　
・
く

　
　
　
　
　
　
　
　
ｎ
　
　
　
　
．
　
　
－
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ｅ
　
　
　
〃
　
、
　
　
　
．
、

　
二

　
　
　
　
　
　
　
５
Ｉ
ｏ
　
　
　
　
　
’
　
・

　
　
　
　
　
　
　
、
引
ｎ
　
　
　
．
’
．
、

　
　
　
　
　
　
　
ｒ
　
０

　
　
　
　
　
　
　
Ｋ
ｒ

　
　
　
　
　
　
　
　
１
Ｄ

　
　
　
　
　
　
　
　
ｕ

　
　
　
　
　
　
　
　
ｅ

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ

　
　
一
、
一
州
趾

東
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）

九
一
（
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

ク
が
約
七
〇
劣
戦
争
に
よ
る
破
壊
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
困

難
が
生
じ
て
い
る
。
村
の
中
で
は
、
ヤ
ゴ
ウ
だ
げ
が
■
○
○
○
人
以

上
の
人
口
を
持
ち
、
他
は
そ
れ
以
下
で
あ
る
。

　
ゆ
　
こ
こ
に
は
比
較
的
大
き
な
工
業
経
営
が
全
く
な
い
。
名
前
を

あ
げ
る
価
値
の
あ
る
経
営
は
従
業
員
一
七
一
人
を
も
つ
く
向
｝
琴
ｏ
オ
ー

げ
彗
ぎ
｛
ｃ
ｏ
茸
易
巨
島
と
従
業
員
四
五
人
で
年
間
約
五
〇
〇
万
個
の

煉
瓦
を
製
造
し
て
い
る
く
向
匝
皇
晶
ｏ
気
ｏ
寿
オ
◎
５
晶
庁
だ
け
で
あ

る
。　

以
上
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
は
、
農
用
地
率
が
高
く
、
人
口
が

少
な
く
、
都
市
も
工
業
も
未
発
展
で
、
東
ド
ィ
ツ
に
お
い
て
最
も
農
業

的
な
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
長
い
歴
史
的
発
展
の
結
果

で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
っ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。

二
　
民
主
的
土
地
改
革
以
前
の
農
業
構
造

　
ー
　
ユ
ソ
カ
ー
的
大
土
地
所
有

　
民
主
的
土
地
改
革
以
前
に
お
げ
る
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
最
も
目

立
っ
た
特
色
は
、
ユ
ソ
カ
ー
的
大
土
地
所
有
の
異
常
に
強
い
集
積
と
支

配
的
勢
力
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
こ
の
郡
の
立
ち
遅
れ
の
お
も
な
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
で
も
な
お
、
経
済
的

化
的
立
ち
遅
れ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
総
括
的
に
示
し
た
第
三
表
○
ｏ
は
、

ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
属
す
る
五
一

村
の
、
民
主
的
土
地
改
革
実
施
以
前
に
お
け

る
農
業
の
杜
会
経
済
構
造
の
概
観
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
若
干
の
説
明
を
加
え
る
と
、

　
回
　
農
用
地
総
面
積
は
一
九
四
五
年
一
月

一
日
に
は
下
表
の
よ
う
に
。
配
分
さ
れ
て
い

た
。　

帖
大
土
地
所

有
は
下
表
の
よ
う

な
構
成
で
あ
っ
た
。

　
○
以
前
の

峯
ｇ
巨
彗
げ
冒
ｏ
ｑ
－

ｃ
ｏ
言
竺
ｓ
ｇ
に
所

属
し
て
い
た
市
町

村
と
　
　
峯
彗
庁

団
§
箏
ｑ
彗
げ
膏
ｏ
ｑ
豆

　
九
二
）

・
杜
会
的

・
政
治
的
・
文

一
第
三
表
○
ｏ
は
、
今
日
シ

％
％
％
％
％

％

７
　
１
　
７
　
１
　
４

０
．
７
一
９
１
１
７
　
１
■

Ｏ
Ｏ

だ
属
す
る
五
一
の
市
町

１

；
　
；
　
＝
　
＝
　
目

一
改
革
実
施
以
前
に
お
け

ａ
　
ａ
　
ａ
　
ａ
　
ａ
ｈ
ｈ
　
ｈ
ｈ
　
ｈ

目
ａ

５
　
４
　
６
　
４
　
６
り
＾
　
７
　
ｏ
）
　
７
‘
　
Ｏ

ｈ
５

一
構
造
の
概
観
を
示
し
た

７
６

・
の
説
明
を
加
え
る
と
、

１

有
農
農
農
者

一
積
は
一
九
四
五
年
一
月

所
　
賄
計

地
　
　
　
　
の

よ
う
に
。
配
分
さ
れ
て
い

土
　
　
眺

合

大
大
中
小
そ

％
　
　
　
％
　
　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
％

％

り
＾
　
　
　
　
　
　
Ｆ
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
〇
一

１
．
　
　
　
６
・
　
　
　
　
　
　
　
１
．
　
　
　
〇
一
ｎ
６
　
　
　
　
　
　
７

Ｏ
Ｏ

１

；
　
　
　
　
昌
　
）
　
）
　
　
　
；
　
　
　
＝

ａ
　
　
　
　
　
ａ
　
　
ａ
　
　
ａ
　
　
　
　
　
ａ
　
　
　
　
　
ａ
ｈ
　
　
　
　
　
ｈ
　
　
ｈ
　
　
ｈ
　
　
　
　
ｈ
　
　
　
　
ｈ

＝
ａ

６
　
　
　
　
　
　
０
　
　
８
　
　
２
　
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
３
（
ｏ
　
　
　
　
　
　
７
　
　
８
　
　
８
　
　
　
　
　
８
　
　
　
　
　
０

ｈ
５

４
　
　
　
　
　
　
ｏ
０
　
　
１
■
　
　
’
ｏ
　
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，

２
１

７
‘
　
　
　
　
　
６
　
　
ｏ
）
　
　
７
　
　
　
ｎ
６
　
　
１
１（

　
　
（

計合

１
１
一
　
　
　
　
　
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ
　
　
　
　
　
　
４



％
５
９
７
　
　
ユ
　
　
８

Ｏ

血
分

９
】
　
４
７
‘
　
１
■

Ｏ
）
　
１
１
　
１
■

Ｏ
Ｏ

ユ

閉
部

Ｂ
の

ａ
ｈ泄 ｏ

Ｏ
　
Ｏ
）
ｏ
ｏ
　
４

７
　
　
６
　
　
８
０
　
　
６
　
　
２

３
３

ｎ
ｚ
　
［
ｏ
，
　
　
　
　
　
，

８

２

一
分

％
Ｏ
ユ

だ
ｏ
　
２
　
　
１
－
一

Ｏ

昭
部

Ｑ
）
　
０
Ｊ
’
０
　
　
１
■

Ｏ
Ｕ
　
１
↓
　
１
上

Ｏ
Ｏ

血
の

１

ｎ
ｅ
Ｚ

ａ
ｈ

１
　
＋
し
ｋ
ｈ

ｎ
ｚ
　
「
ｏ
４
　
　
ｏ
＾

９
　
　
８
　
　
８
８
　
　
０
　
　
７
’

２
４

Ｃ
ｅ
ｅ
ｒ

ｏ
Ｏ
　
Ｏ
Ｊ
，
　
　
　
　
　
，

８
，

Ｍ
討

７
‘
　
４
ユ

２

５
２

有
農
農
農
者
所
　
賄

計

地

の

土

他の

合

■

大
大
中
小

そ

ブ
ル
ク
に
所
属
す
る
部
分
で
、
一
九
一
九
－
一
九
三
四
年
に
三
っ
の
大

農
場
（
雪
巨
¢
マ
§
詳
事
。
・
雪
一
ｃ
．
ｇ
ぴ
ま
ｇ
ぎ

ク
タ
ー
ル
に
植
民
が
行
な
わ
れ
、
合
計
九
七
戸
の
農
民
所
有
地
が
形
成

さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
一
九
二
二
－
一
九
二
七
年
に

勺
器
ｇ
◎
峯
の
二
つ
の
大
農
場
一
、
九
四
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
い
て
定

期
小
作
Ｎ
等
喀
Ｏ
軍
が
永
小
作
宰
昌
竃
罧
に
変
え
ら
れ
、

の
永
小
作
農
が
作
ら
れ
た
が
、
一
九
二
七
年
に
二
五
年
分
の
小
作
料
の

支
払
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
永
小
作
関
係
を
解
消
す
る
可
能
性
が
生
れ
た

　
に
属
し
て
い
た
市
町
村
と

　
の
階
層
構
成
を
別
々
に
示

　
す
と
上
表
の
よ
う
に
な
っ

　
て
い
る
。

　
　
こ
の
両
者
を
比
較
す
る

　
と
、
以
前
の
マ
ル
ク
ブ
ラ

　
ソ
デ
ン
ブ
ル
ク
地
域
で
大

　
土
地
所
有
の
割
合
が
三
・

　
五
％
だ
け
高
く
、
ほ
ぼ
同

　
じ
だ
け
大
農
の
割
合
が
低

　
い
。
こ
れ
は
、
メ
ク
レ
ソ

く
◎
一
。
・
汀
ｑ
０
６
二
、
一
三
七
へ

　
　
　
　
　
穴
目
げ
す
づ
斤
と

　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
戸

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
五
農
場
四
、
○
八
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
加
え
る
と
、
メ
ク
レ
ン
ブ

ル
ク
に
所
属
す
る
部
分
の
一
九
一
八
年
に
お
げ
る
大
土
地
所
有
は
二
一
、

九
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
八
四
・
八
％
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
メ
ク
レ

ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
畏
民
追
放
団
彗
ｏ
昌
Ｈ
晶
雪
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お

け
る
よ
り
も
苛
摘
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
の
結
果
で
あ

る
。　

ゆ
　
一
九
四
五
年
に
現
存
し
て
い
た
農
民
数
に
よ
る
市
町
村
の
区
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
が
、
実
際
に
は
ｏ
で
述
べ
た
こ
と
し
か
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
領
地
と
騎
士
領
地
を
比
較
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酷
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
五
年
に
農
民
の
一
人
も
い
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
一
九
の
市
町
村
の
う
ち
、
一
六
は
騎
士
領
地
に
属
し
て
い
た
。

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
（
九
三
）

は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
過
去
に
お
け
る
君
主
と
貴
族

の
農
民
絶
減
政
策
を
と
く
に
明
白

に
示
し
て
い
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
国
に
お
い
て
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
帝

国
に
お
い
て
も
、
農
民
を
植
民
す

る
必
要
性
に
、
つ
い
て
数
多
く
語
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王

農
民
追
放
は
騎
士
領
地
で
よ
り
苛



　
↑

表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
○
○
　
「
そ
の
他
の
所
有
者
」
の
中
で
一
ヘ
ク
タ

ー
ル
ま
で
の
最
小
の
所
有
者
の
農
用
地
が
ど
れ

だ
け
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
資
料
の
不
足
か

ら
で
き
な
い
が
、
多
く
の
市
町
村
で
こ
う
し
た

最
小
所
有
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
農
業
労
働
者
は
、
約
一
モ
ル
ゲ
ン
（
○
・
二

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
馬
鈴
薯
栽
培
地
を
Ｕ
８
ｇ
ｇ

と
し
て
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
か
れ
ら
の
労
賃

の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
の
所
有
地
で
は

決
し
て
な
く
、
か
れ
ら
の
小
作
地
で
さ
え
も
な

か
っ
た
。
一
ヘ
ク
タ

立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

一
九
四
五
年
に
お
け
る
郡
内
の
最
も
大
き
な
土
地
所
有
者
は
次

ａ
ｈ
４

　
９

　
０

　
５

８０５，２

４７７１

６６

４
’

，７

数
場
７農

’
４
　
　
＾
５

家
．
ｍ

帥ＷｈＣＳｎＯＶｆａｒＧ

１
．

家
ｍｍ

ＡｎＯＶ

２
．

ｎ
　
０
９

ｅ
　
　
Ｚ

ｄ
　
　
ｒ

助
脆
）

　
Ｂ
屹

ｎ
　
ｒ
ｏ
１
ｉ

ｏ
　
Ｇ
肥

。
の
撒

０
　
前
昭

ｏ
ｄ
　
以
肋

Ｂ
（
ｅ
・

ｒ
　
場
阯

庇
　
農
ｅ
ｃ

飢
ｅ
。
有
Ｍ

肘
ｕ
ｓ
国
ｎ

ぬ
　
ｗ

３
．
　
４
．

ー
ル
ま
で
の
最
小
土

地
所
有
が
ほ
と
ん
ど

完
全
に
な
く
た
っ
た

の
は
、
こ
の
地
域
の

農
民
追
放
が
徹
底
的

に
行
な
わ
れ
た
た
め

ａ
ｈ

ａ
ｈ

ａ
ｈ

ａ
ｈ

ａ
ｈ

Ｏ
Ｏ

０
６

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

０
６

７
，

３
，

１
，

３

４
，

３

２

１

７

場
林
林
林

農

有
有

計

　
士
林

有
村
所

町
民

騎
国
市
農

合

森

ａｈ０６４

ａｈＯ０３

沼池

用場農士騎ちう

九
四
　
（

九
四
）

で
あ
る
。

　
働
第
三
表
に
は
農
用
地
面
積
だ
け
が
あ
げ
ら
れ
て
い
て
、
森
林
と

池
沼
は
含
ま
れ
て
い
た
い
。
こ
の
点
を
補
足
す
る
と
上
表
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
伽
　
最
後
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク

郡
の
農
業
構
造
を
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
全

体
や
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
と
比
較
す
る

と
、
第
四
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

で
み
る
と
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
は
一

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
土
地
所
有

者
の
割
合
が
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
よ
り
も

五
〇
％
も
高
く
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の

平
均
よ
り
も
二
二
・
五
％
高
い
。
そ
れ

だ
け
中
小
農
民
の
割
合
が
小
さ
く
な
っ

て
お
り
、
大
農
も
そ
の
割
合
が
非
常
に

小
さ
い
。
古
い
土
地
所
有
の
存
在
が
、

農
民
の
発
展
を
著
し
く
妨
げ
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

合割積面地用農ｕ男層階表４第

Ｏ

Ｏ

Ｏ

％

Ｏ

Ｏ

Ｏ

１

１

１

下

Ｏ

７

３

畑
以

２

３

２

１
■
’

５
ａｈ

２

５

７

一
２
０

Ｏ

６

４

１

１

３

５
ａｈ

１

６

ユ

～
ｏ
ｏ

７

１

３

０
１

１

３

３

２
ぬ
上

７

２

９

Ｏ

Ｏ

８

９

１
０
以

７

４

ユ

ｇｒ一
鴛

Ｓ

ｄ

Ｓ

■
１
１
．

ｔ

服
眈
肺



２
　
農
業
労
働
者
の
状
態

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
ユ
ソ
カ
ー
農
場
と
国
有
地
で
働
い
て
い
た

農
業
労
働
者
の
数
は
、
一
九
三
八
年
に
は
第
三
表
似
の
と
お
り
で
あ

る
。
そ
れ
は
常
用
労
働
者
と
季
節
雇
ド
ィ
ツ
人
労
働
者
（
た
い
て
い
は

農
業
労
働
者
の
妻
）
と
外
国
人
シ
ュ
ニ
ヅ
タ
ー
ｃ
り
９
目
ミ
ｇ
か
ら
成
っ

て
い
た
。
前
二
者
は
、
以
前
の
自
由
な
自
立
農
民
の
子
孫
で
あ
り
、
か

れ
ら
は
数
百
年
の
苦
難
に
み
ち
た
過
程
で
「
追
放
」
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
か
れ
ら
の
生
活
は
一
九
四
五
年
ま
で
は
非
常
に
苦
し
く
、
抑
圧
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
時
問
賃
銀
四
三
プ
フ
ェ
ニ
ヒ

　
賃
銀
に
つ
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
貨
幣
賃
銀
が
著
し
く
低
く
、
多

様
な
種
類
の
現
物
賃
銀
（
ｏ
ｏ
君
華
）
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
時
間
給
は

農
繁
期
に
一
〇
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
で
、
農
繁
期
以
外
に
ー
は
五
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
で

あ
り
、
労
働
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
～
一
四
時
問
と
八
～
九
時
問
で
あ

る
。
現
物
賃
銀
は
年
に
五
ニ
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
穀
物
、
七
五
ツ
ェ
ン
ト

ナ
ー
の
馬
鈴
薯
、
三
〇
ツ
ヱ
ソ
ト
ナ
ー
の
石
床
、
五
立
方
米
の
薪
、
家

賃
な
し
の
住
宅
、
一
頭
の
牝
牛
と
：
顕
の
子
牛
の
た
め
の
飼
料
か
ら
成

っ
て
い
た
。
こ
れ
を
貨
幣
換
算
す
る
と
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

で
み
る
と
、
一
時
問
当
り
の
賃
銀
は
四
三
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
で
あ
り
、
そ
の

う
ち
、
五
～
一
〇
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
が
貨
幣
で
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
ー
な

る
。

年
３
９

１
９～０３９１銀賃の者働労用常

働労問時８日１でＬＰ５給間時

征八４６＝）０６１×８×£Ｐ

一
■
Ｏ

（銀賃の分日０６１

労問時
１
２日１でＬＰ

ユ
ｏ給問時

Ｍ
９
２１＝）０６ユ×２！×£Ｐ○ユ（銀賃の分日０６１

Ｍ
２
０５＝ＤＮ０１り当ぱＺＧ物殻の｝

Ｚ

９
］

５

Ｍ
２
５２冒

１
）

Ｎ３り当ＬｔＺＧ薯鈴馬の甘
５
Ｚ

７

４八５４＝ＤＮ０５

１
一

り当ＬｔＺＧ
山
灰

石の甘
Ｚ０３

Ｍ
５
０＝）征Ｎ○ユり当米方立○薪の

米
．

方立５

江Ｎ０５１；）屋部いたくよの地し
」

み住は低大（宅住

Ｍ
２
０１昌斗＊飼の畜家

Ｍ
６
６

１
３＝）

口
■

肩

土
可

序む噸労
ｏ
０

３
２（月カ２ユ

Ｍ
１
４１呂月カー

ＬＰ３４；間時１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
現
物
賃
銀
を
受
取
る
農
業
労
働
者
と
並
ん
で
、
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
自
由
労
働
者
守
９
睾
声
ま
等
胃
が
い
た
。
か
れ
ら
は
、
た
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
身
で
、
通
常
三
五
プ
フ
ニ
ニ
ヒ
の
時
問
給
と
食
事
と
部
屋
を
あ
た
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
た
。
Ｃ
０
９
９
一
５
易
害
騎
士
農
場
で
は
、
農
繁
期
に
ヵ
Ｏ
亭
０
昌
；
Ｈ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
白
上
出
労
働
者
が
来
て
い
た
が
、
か
れ
ら
は
毎
日
ニ
マ
ル
ク
と
食
事

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
（
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

の
給
付
を
受
け
、
近
く
の
干
草
の
中
か
、
馬
小
屋
に
寝
て
い
た
。

　
女
子
は
男
子
よ
り
も
悪
い
状
態
に
あ
っ
た
。
　
た
と
え
ば
、
　
？
９
１

■
暮
ぎ
考
で
は
女
子
労
働
老
は
一
日
に
二
～
二
・
五
マ
ル
ク
の
賃
銀
を

受
け
取
り
、
一
週
に
二
個
の
パ
ソ
と
、
食
事
に
必
要
な
だ
げ
の
馬
鈴
薯
、

一
日
に
一
リ
ッ
ト
ル
の
脱
脂
乳
、
部
屋
と
薪
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
こ
れ

は
、
高
く
見
積
っ
て
も
年
問
一
、
○
○
○
マ
ル
ク
に
足
ら
な
か
っ
た
。

女
中
９
¢
易
片
昌
螢
｝
彗
は
、
月
一
〇
マ
ル
ク
と
食
事
と
部
屋
を
あ
た

え
ら
れ
た
。
農
繁
期
に
働
く
農
業
労
働
者
の
妻
は
、
時
間
給
二
五
プ
フ

ェ
ニ
ヒ
を
受
げ
取
っ
た
。

　
農
業
労
働
者
は
、
し
ば
し
ぼ
自
ｏ
狩
ぎ
ｏ
ｑ
撃
を
提
供
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
た
い
て
い
農
業
労
働
者
の
成
長
し
た
子
女
で
あ

っ
た
。
？
◎
甲
■
ｇ
ぎ
奉
の
騎
土
農
場
で
は
、
か
れ
ら
は
一
五
プ
フ
ヱ

ニ
ヒ
の
時
間
給
と
ニ
モ
ル
ゲ
ン
の
農
用
地
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
場
合

に
は
、
父
親
は
二
頭
目
の
牝
牛
を
飼
養
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
例
は
、
ユ
ソ
カ
ー
支
配
の
時
代
に
、
農
業
労
働
者
の
賃
銀

が
い
か
に
低
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
収
穫
の
後
に
初
め
て
あ
た
え

ら
れ
る
現
物
賃
銀
や
住
宅
や
農
用
地
等
に
よ
っ
て
、
農
業
労
働
者
は
ユ

ン
カ
ー
経
営
に
し
ほ
り
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
上
に
、
現
物
賃
銀
は
、
ユ

ソ
ヵ
ー
が
生
産
物
を
販
売
費
用
な
し
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

九
六
　
（

九
六
）

か
れ
ら
の
収
益
を
高
め
た
。
。

　
　
　
　
外
国
人
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー

　
ユ
ソ
カ
ー
が
引
入
れ
た
多
数
の
外
国
人
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
も
ま
た
、
国

内
農
業
労
働
老
の
賃
銀
と
生
活
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
季
節
労
働

者
は
た
い
て
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
。
時
に
は
イ
タ
リ
ァ
人

農
業
労
働
老
も
い
た
。
多
く
の
場
合
、
一
人
か
数
人
の
シ
ュ
ニ
ヅ
タ
ー

頭
が
か
れ
ら
を
組
に
し
て
、
三
月
に
農
場
に
来
て
、
収
穫
後
ふ
た
た
び

そ
こ
を
立
ち
去
っ
た
。
か
れ
ら
の
状
態
は
常
用
労
働
者
よ
り
も
っ
と
ひ

ど
か
っ
た
。
こ
の
点
に
っ
い
て
述
べ
る
と
、

　
倒
　
故
郷
で
は
か
れ
ら
は
、
そ
こ
で
支
配
的
な
農
業
制
度
の
結
果
、

働
き
口
の
な
い
相
対
的
過
剰
人
口
の
一
都
で
あ
っ
た
。

　
向
古
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
地
主
制
度
の
下
で
の
杜
会
関
係
は
、
ユ
ン

カ
ー
的
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
よ
り
も
、
も
っ
と
遅
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
農
場
所
有
者
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
ポ
ー

ラ
ソ
ド
人
農
業
労
働
者
は
、
農
場
の
常
用
ド
イ
ソ
人
農
業
労
働
者
よ
り

も
悪
い
支
払
い
を
受
け
た
。
シ
ュ
ニ
ヅ
タ
ー
は
ほ
と
ん
ど
た
だ
出
来
高

払
い
で
の
み
働
い
た
。
串
＆
彗
壁
箒
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
シ
ュ

ニ
ッ
タ
ー
は
掘
出
し
た
馬
鈴
薯
一
籠
当
り
八
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
を
受
け
取
っ

た
。
冒
－
５
竃
旨
で
は
七
〇
ポ
ン
ド
の
亀
当
り
七
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
支
払
わ



れ
た
。
霊
マ
彗
ぎ
庁
の
農
場
で
は
○
・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
甜
菜
の
　
　
迫
さ
れ
、
不
利
益
を
蒙
っ
た
。

植
付
け
、
撫
育
、
収
穫
に
対
し
て
全
部
イ
ニ
ニ
○
マ
ル
ク
支
払
わ
れ
た
。

多
く
の
農
場
に
つ
い
て
出
来
高
払
い
を
時
間
賃
銀
に
換
算
し
た
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
に
述
べ
た
諸
点
は
、
一
九
四
五
年
以
前
の
シ
ュ
ト
ラ
ス
、
フ
ル
ク

あ
る
が
、
そ
れ
に
ょ
る
と
時
間
当
り
二
一
二
～
四
〇
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
こ
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
の
農
業
労
働
者
の
状
態
に
お
け
る
い
く
ら
か
の
封
建
的
特
徴
を
示
し

て
い
る
。
一
般
的
に
は
一
〇
時
問
労
働
で
あ
っ
た
が
、
主
た
収
穫
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
。
こ
の
封
建
的
遺
物
は
、
農
業
の
資
本
主
義
的
発
展
の
ブ
ロ
シ

は
六
時
か
ら
二
〇
時
（
二
時
間
の
休
憩
）
ま
で
働
い
た
。
貨
幣
賃
銀
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
型
の
道
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
と

な
お
僅
か
の
現
物
が
つ
け
加
わ
っ
た
。
し
か
も
、
た
い
て
い
は
週
当
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
長
期
に
わ
た
り
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九

二
五
ポ
ン
ド
の
馬
鈴
薯
、
パ
ン
、
ひ
き
割
り
麦
、
二
～
三
リ
ヅ
ト
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
年
ま
で
異
常
に
強
力
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一
一
月
革
命

脱
脂
乳
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ニ
ヅ
タ
ー
は
普
通
自
分
で
炊
事
し
な
け
れ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
至
る
ま
で
、
半
封
建
的
諸
関
係
に
っ
い
て
語
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い

な
ら
な
か
っ
た
。
多
く
の
も
の
は
、
共
同
で
一
頭
の
豚
か
二
～
三
羽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
一
九
一
八
年
以
後
も
、
一
九
四
五
年
の
ヒ
ト
ラ
ー
国
家
の
崩

鶏
か
あ
ひ
る
を
飼
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壊
ま
で
は
、
農
業
労
働
者
の
賃
銀
”
労
働
関
係
に
お
け
る
こ
の
封
建
的

　
○
　
宿
泊
所
も
非
常
に
悪
か
っ
た
。
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
長
屋
は
、
し
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
存
物
は
、
な
お
明
ら
か
に
認
や
っ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
一
、
以
下
○
諸

し
ぼ
家
畜
小
屋
よ
り
も
悪
か
っ
た
。
　
普
通
五
～
一
二
人
が
一
室
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

た
。
そ
こ
に
は
少
し
ぼ
か
り
の
し
き
藁
と
戸
棚
、
腰
掛
と
机
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倒
　
農
業
労
働
者
の
賃
銀
は
異
常
こ
低
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

多
数
の
家
族
が
一
緒
一
」
寝
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
が
現
物
賃
銀
を
含
め
て
一
九
三
〇
～
三
九
年
に
な
お
、
平
均
し
て
時

　
ゆ
　
シ
ュ
ニ
ツ
タ
ー
は
、
僅
か
の
例
外
を
除
い
て
労
働
組
合
に
組
織
　
　
問
当
り
四
三
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
を
越
え
な
か
っ
た
の
を
見
た
。
こ
の
極
め
て

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
国
内
農
業
労
働
者
と
外
国
人
農
業
労
働
者
と
　
　
低
い
賃
銀
水
準
に
・
な
お
・
以
前
の
農
奴
の
隷
属
状
態
が
反
映
し
て
い

の
一
種
の
競
争
が
、
農
場
主
に
は
有
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
グ
ル
ー
プ
　
　
　
る
。
封
建
的
特
質
は
、
農
業
労
働
賃
銀
の
約
八
○
％
に
お
よ
ぶ
高
い
現

の
農
業
労
働
老
は
こ
の
対
立
に
よ
っ
て
賃
銀
・
生
活
関
係
を
さ
ら
に
圧
　
　
物
割
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
（
九
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

　
○
　
封
建
的
諸
関
係
の
直
接
の
残
存
物
は
、
一
八
六
四
年
四
月
二
目

の
苔
刑
令
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
八
六
五
年
一
二
月
二
〇
目
に
メ
ク

レ
ン
ブ
ル
ク
以
外
の
新
聞
の
鋭
い
抗
議
に
よ
っ
て
再
び
廃
止
さ
れ
た
。

し
か
し
、
一
九
一
八
年
ま
で
通
用
し
た
僕
碑
条
件
や
警
察
規
則
の
よ
う

な
警
察
的
強
制
も
ま
た
半
封
建
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
八

年
以
後
、
こ
う
し
た
中
世
的
規
則
は
、
た
る
ほ
ど
彬
式
的
に
，
は
廃
止
さ

れ
た
が
、
事
実
上
な
お
あ
れ
こ
れ
の
封
建
的
遺
物
が
玩
わ
れ
た
。
ま
さ

に
大
農
場
所
有
者
は
手
を
ふ
れ
ら
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
○
　
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
た
外
国
人
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
の
敢
扱
い
も
ま
た
、

な
お
中
世
的
支
配
隷
属
関
係
の
特
徴
を
帯
び
て
い
た
。
同
じ
こ
と
は
、

以
前
の
ｃ
っ
訂
ヰ
ぎ
豪
Ｈ
や
く
◎
俸
が
、
あ
ま
り
近
代
化
さ
れ
た
い
ま

ま
、
監
督
や
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
頭
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
労
働
組
織
に
。
あ

て
は
ま
る
。

　
ゆ
　
使
用
さ
れ
た
技
術
の
低
い
発
展
段
階
も
ま
た
一
封
建
制
度
に
、
お

け
る
単
純
な
労
働
手
段
と
類
比
さ
れ
る
。

　
同
　
最
後
に
。
、
封
建
制
度
の
残
存
物
は
農
業
労
働
者
の
悪
い
住
宅
事

膚
、
か
れ
ら
が
資
本
主
義
的
商
品
経
済
に
あ
ま
り
参
加
し
て
い
な
い
こ

と
、
学
校
、
交
通
、
保
健
、
国
家
等
々
の
遅
れ
た
諸
関
係
に
、
現
わ
れ
て

い
た
。

３
　
農
民
諸
階
層

九
へ
（
九
八
）

　
各
市
町
村
に
住
ん
で
い
た
農
民
の
数
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
各
階
層

毎
の
農
民
数
と
面
積
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
農
民
諸
階
層

当

ａ

営
積

ｈ
Ｏ
）
（
〇
一
■
Ｏ

４
■
１

３
２

経
面一

り
■
一
■
　
　
ｉ
　
　
　
■
　
　
，
；
■
『
ヨ
■
４
■
■

積

ぬ
７
４
９
６
７
４

４
４

４
【
、
‘
一
」
Ｕ
，
　
　
　
，

８
，

面

８
一
４

３
１

■
■
１

１

数

７
‘
一
Ｌ
Ｏ
（
０
７
０
り
山

８
０

営

■
１
Ｏ
０
１
■

６

経

）
）
）
ａ
ａ
ａ

ｕ
男

ｈ
ｈ
ｈ

Ｏ
Ｏ
Ｆ
ｏ
０
９
】

計

１

～
～
～

層

（
（
（

階

合

大
中
小

に
対
し
て
三
五
、
一
二
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
大
土
地
所
有
が
対
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
大
　
農

　
第
三
表
○
ｏ
に
エ
る
と
、
一
九
四
五

年
に
一
市
町
村
当
り
一
〇
人
以
上
の

大
農
が
い
る
の
は
、
　
霊
邑
９
◎
き

穴
弓
９
｝
目
ぎ
－
¢
旨
昌
¢
易
ｑ
冒
い
勺
鍔
ｏ
－

■
◎
き
　
勺
ｏ
訂
易
｛
冒
戸
ｃ
ｏ
９
易
げ
員
ｏ
ｑ
一

弓
篶
げ
彗
◎
き
オ
◎
巨
晶
斤
の
八
市
町

村
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
、
ユ
ン
カ
ー

の
圧
迫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
営
を
も
ち
こ
た
、
又
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
主
と
し
て
そ
の
経
営
基
盤
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
大
土
地
所
有
者
と
大
農
と
の
間
に
は
、
一
連
の
経
済
的
・
政
治
的
利

害
の
共
通
性
が
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
ま
で
は
、
約
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル



の
大
農
経
営
に
は
、
普
通
六
人
の
常
用
賃
労
働
老
が
働
い
て
い
人
」
。
そ
　
　
治
的
に
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
中
農
は
農
業
労
働
老
と
大
土
地

れ
に
季
節
労
働
力
と
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
が
加
わ
り
、
収
穫
期
に
は
五
〇
へ
　
　
所
有
者
；
大
農
の
中
問
に
立
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
の
多
数
が
大
土
地
所

ク
タ
ー
ル
の
経
営
で
約
一
〇
人
の
雇
用
労
働
者
が
働
い
て
い
た
。
　
　
　
　
有
者
と
大
農
の
競
争
に
ー
対
し
て
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

　
大
土
地
所
有
者
と
同
様
に
、
大
農
は
市
場
生
産
を
行
な
っ
た
。
大
農
　
　
中
農
の
勤
勉
と
農
業
知
識
の
た
め
で
あ
る
。
中
農
の
労
働
日
は
し
ぼ
し

は
普
通
、
農
場
所
有
者
よ
り
も
高
い
収
穫
を
あ
げ
、
ま
た
集
約
的
な
畜
　
　
ぽ
農
業
労
働
者
や
、
シ
ュ
ニ
ッ
タ
ー
と
同
じ
よ
ラ
に
長
か
っ
た
。
第
三
表

産
を
営
ん
で
い
た
。
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
平
均
経
営
に
は
、
通
常
八
～
　
　
似
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
　
一
〇
人
以
上
の
中
農
が
い
た
の
は
、
　
昏
亨

一
〇
頭
の
馬
と
一
台
の
小
型
ト
ラ
ク
タ
ー
が
あ
っ
た
。
条
播
機
や
脱
穀
　
　
宗
５
き
雪
巨
ｏ
ヲ
彗
麦
｝
５
。
・
彗
一
幕
昌
昌
¢
易
ｑ
冒
い
く
旨
奉
レ
霊
Ｓ
ぎ
一

機
等
に
つ
い
て
も
、
大
農
は
大
土
地
所
有
者
よ
り
も
比
較
的
よ
く
装
備
　
　
麦
言
ざ
○
。
・
ま
争
８
ぎ
弓
屋
げ
彗
◎
き
く
９
。
・
訂
３
ユ
の
九
市
町
村
で

さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
中
農
は
し
ぼ
し
ぼ
共
同
で
機
械
、
と
く
に
脱
穀
機
を
所
有
し
て

　
杜
会
的
．
政
治
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
搾
取
老
と
Ｌ
て
の
大
農
は
ユ
　
　
い
た
（
た
と
え
ぼ
、
－
彗
（
三
〇
ぎ
○
っ
・
豪
争
・
鼻
一
匡
…
曇
一
語
ｏ
Ｐ
冒
暮
ｏ
Ｋ
）
。

ン
カ
ー
的
１
１
資
本
主
義
的
土
地
所
有
者
に
近
か
っ
た
し
、
そ
の
一
部
は
　
　
か
れ
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ユ
ン
ヵ
ー
や
大
農
に
対
し
て
一
定
の
自
立

そ
れ
を
努
力
目
標
に
さ
え
し
て
い
た
。
他
方
で
は
、
大
農
は
歴
史
的
経
　
　
性
を
獲
得
し
た
が
、
穴
阜
巨
彗
ぎ
勺
轟
彗
◎
オ
か
ら
は
、
中
農
が
大
農

験
に
よ
っ
て
大
土
地
所
有
者
か
ら
白
立
化
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
　
　
の
脱
穀
機
に
依
存
し
て
い
た
の
で
、
大
農
の
下
で
雇
役
を
し
な
け
れ
ぼ

は
た
い
て
い
は
一
九
四
五
年
以
前
の
二
五
年
に
、
集
約
経
営
に
よ
っ
て
　
　
な
ら
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

成
功
し
て
も
い
た
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勤
労
個
人
農
と
し
て
は
、
中
農
は
指
導
的
な
労
働
者
階
級
の
側
に
属

　
　
　
　
中
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
。
労
働
者
階
級
と
の
同
盟
だ
け
が
、
中
農
に
現
実
的
展
望
を
与
え

　
中
農
の
平
均
的
所
有
は
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
雇
用
労
働
力
　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
の
研
究
は
、
一
九
四
五

は
、
収
穫
期
で
あ
っ
て
さ
え
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
般
に
　
　
年
以
前
も
現
在
も
、
古
い
中
農
の
一
都
は
こ
の
認
識
を
不
十
分
に
し
か

中
曲
辰
は
家
族
経
営
を
目
標
と
し
、
市
場
牛
産
は
少
な
い
。
杜
会
的
・
政
　
　
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
し
ぼ
し
ぼ
、

　
　
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
挫
業
の
杜
く
ム
主
義
化
Ｈ
（
大
薮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
（
九
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

所
有
者
の
本
能
と
「
上
向
」
し
よ
う
と
す
る
あ
や
ま
っ
て
理
解
さ
れ
た

努
力
と
が
、
階
級
的
現
実
に
た
い
す
る
洞
察
よ
り
も
強
力
で
あ
。
る
。
正

し
い
説
得
と
現
実
の
生
産
的
援
助
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
中
農
を
も
労

働
者
階
級
の
同
盟
者
と
し
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
小
　
農

　
第
三
表
ｏ
ｏ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
は
、

一
九
四
五
年
以
前
に
は
、
小
農
層
は
数
の
上
で
も
経
済
的
に
も
非
常
に

弱
体
で
あ
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
か
れ
ら
は
手
工
業
と
並
ん
で
二
～
三

モ
ル
ゲ
ン
の
土
地
を
経
営
し
て
い
た
指
物
師
、
仕
立
屋
、
靴
屋
等
六
で

あ
っ
た
。
ご
く
僅
か
の
場
合
か
れ
ら
は
貧
し
い
農
民
の
典
型
的
代
表
で

あ
っ
た
。
そ
れ
も
ま
た
歴
史
的
に
は
、
．
小
農
民
で
あ
る
団
巨
箏
睾
や

｝
叫
易
一
胃
を
定
住
さ
せ
る
た
め
に
小
地
片
を
少
し
も
提
供
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
騎
士
階
級
の
態
度
に
根
ざ
し
て
い
る
。
団
竃
目
實
を
定
住
さ

せ
よ
う
と
す
る
領
邦
君
主
の
試
み
は
も
と
も
と
弱
か
っ
た
が
、
シ
ュ
ト

ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一

九
四
五
年
以
前
に
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
小
農
層
が
ほ
と
ん
ど
完

く
欠
け
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
労
働
者
階
級
の
同
盟
政
策
に
と
っ
て
重

要
で
あ
っ
た
。

一
〇
〇
、
（
一
〇
〇
）

三
　
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化

　
１
　
民
主
的
土
地
改
革
に
よ
る
農
業
構
造
の
変
化

　
　
．
土
地
改
革
法

　
大
土
地
所
有
者
の
土
地
の
没
収
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
Ｋ
Ｐ
Ｄ
は
一

九
四
五
年
六
月
一
一
日
の
ア
ピ
ー
ル
で
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
７
、
大
土
地
所
有
の
除
去
、
ユ
ン
カ
ー
、
伯
爵
、
侯
爵
の
大
農
場

の
渚
算
と
そ
の
す
べ
て
の
土
地
な
ら
び
に
家
畜
、
資
産
を
地
方
ま
た
は

州
の
行
政
機
関
に
引
き
渡
し
、
戦
争
に
よ
っ
て
破
減
し
無
一
物
に
な
っ

た
農
民
に
分
配
す
る
こ
と
。
こ
の
措
置
が
大
農
の
土
地
所
有
と
経
営
と

に
は
げ
っ
し
て
触
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
」
と
。

　
九
月
三
日
に
は
ザ
ク
セ
ン
州
で
民
主
的
土
地
改
革
に
関
す
る
最
初
の

法
令
が
出
さ
れ
た
が
、
続
い
て
九
月
五
目
に
は
メ
ク
レ
ソ
ブ
ル
ク
Ｈ
フ

ォ
ア
ポ
ム
メ
ル
ン
州
で
、
九
月
六
目
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
で
類

似
の
法
令
が
出
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

メ
ク
レ
ソ
ブ
ル
ク
ー
ー
フ
ォ
ア
ポ
ム
メ
ル
ソ
州

に
お
げ
る
土
地
改
革
に
関
す
る
法
令



　
土
地
の
正
当
な
配
分
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ニ
ン
カ
ー
、
封
建
領
主
、
　
　
有
イ
、
あ
る
。

君
主
、
土
地
所
有
老
の
大
土
地
所
有
の
一
掃
と
に
，
た
い
す
る
勤
労
農
民
　
　
　
　
２
、
土
地
改
革
の
目
的
は
、

の
要
求
に
こ
た
え
、
土
地
の
な
い
農
民
と
土
地
の
乏
し
い
農
民
た
ら
び
　
　
　
回
す
で
一
」
存
在
す
る
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
場
の
耕
地
を
拡
大

に
他
の
地
域
か
ら
移
住
し
て
き
た
ド
ィ
ツ
農
民
一
」
も
土
地
を
割
り
当
て
　
　
す
る
こ
と
。

る
た
め
、
メ
ク
レ
ソ
ブ
ル
ク
ｎ
フ
ォ
ァ
ポ
ム
メ
ル
ン
州
行
政
機
関
は
以
　
　
　
似
新
し
い
自
立
的
農
場
を
創
出
す
る
こ
と
。

下
の
法
令
を
発
布
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
ヒ
ト
ラ
ー
の
強
盗
的
た
戦
争
政
策
の
結
果
、
家
屋
敷
を
失
っ
た

　
　
第
一
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
移
住
民
と
難
民
に
土
地
を
割
り
当
て
る
こ
と
。

　
１
・
民
主
的
土
地
改
革
は
緊
急
主
妥
す
る
国
民
的
、
経
済
的
お
よ
び
　
　
　
何
　
労
働
者
、
従
業
員
、
手
工
業
者
、
そ
の
他
の
勤
労
者
に
、
肉
製

杜
会
的
必
要
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
・
墨
的
・
一
ン
マ
的
を
び
に
　
品
、
牛
乳
製
品
、
野
菜
を
供
給
し
、
小
土
地
片
を
小
園
地
用
に
引
羨

大
規
模
土
地
所
有
の
一
掃
を
保
証
し
・
一
ン
ヵ
－
と
大
土
地
所
有
者
の
　
す
た
き
公
的
欝
の
手
に
淳
れ
差
ら
な
い
経
営
を
っ
く
る
こ
と
。

支
配
を
終
ら
せ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
支
配
が
常
　
　
　
伺
農
業
学
校
の
科
学
的
研
先
や
実
験
の
目
的
の
た
め
に
・
、
お
よ
び

に
わ
が
国
に
。
お
け
る
反
動
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
保
塁
で
あ
り
、
他
の
諾
因
　
　
　
州
の
そ
の
他
の
課
題
の
た
め
に
、
古
い
経
営
や
土
地
を
維
持
し
、
新
し

民
に
向
け
ら
れ
た
攻
撃
と
侵
略
戦
争
の
主
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
の
で
あ
　
　
　
い
も
の
を
建
設
す
る
こ
と
。

る
か
ら
。
土
地
改
革
は
、
領
主
地
を
農
民
の
手
に
引
渡
す
と
い
う
、
土
　
　
　
　
第
二
条

地
の
な
い
農
民
や
土
地
の
乏
し
い
農
民
の
数
世
紀
に
わ
た
る
夢
を
実
現
　
　
　
１
、
こ
の
目
的
の
実
現
の
た
め
一
」
、
本
条
第
２
、
第
３
、
第
４
項
に

し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
土
地
改
革
は
わ
が
国
の
民
主
的
　
　
あ
げ
ら
れ
て
い
る
土
地
所
有
か
ら
土
地
フ
ォ
ン
ド
が
つ
く
ら
れ
る
。

変
革
と
そ
の
経
済
的
再
生
の
最
も
重
要
た
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
２
、
以
下
の
土
地
所
有
は
、
そ
の
上
に
あ
る
す
べ
て
の
建
物
、
家
畜
、

　
土
地
所
有
は
、
わ
が
故
因
ド
ィ
ツ
で
は
、
強
同
で
、
生
産
的
な
農
民
　
　
　
資
産
、
÷
、
の
他
の
農
業
財
産
と
と
も
に
、
経
営
規
模
に
か
か
わ
り
な
く
、

経
常
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
ず
、
阜
、
れ
。
は
工
、
の
保
有
者
の
私
的
所
　
　
　
全
部
没
収
さ
れ
る
。

　
　
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
祉
会
主
義
化
Ｈ
（
大
薮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
一
〇
一
）



↑

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

　
倒
　
戦
争
犯
罪
人
と
戦
争
責
任
者
の
土
地
及
び
そ
の
他
の
農
業
財
産
。

　
¢
オ
以
前
の
ナ
チ
党
と
そ
の
す
べ
て
の
関
連
組
織
、
ナ
チ
指
導
者
と

ナ
チ
党
お
よ
び
そ
の
組
織
の
積
極
的
弁
護
者
、
並
び
に
ヒ
ト
ラ
ー
国
家

の
指
導
者
　
　
そ
の
中
に
に
は
ナ
チ
支
配
下
の
ト
イ
ツ
に
お
け
る
帝
国

政
府
と
帝
国
議
会
の
す
べ
て
の
メ
ン
ハ
ー
を
含
む
　
　
の
土
地
所
有
お

よ
び
そ
の
他
の
農
業
財
産
。

　
３
、
さ
ら
に
、
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
土
地
を
も
つ
ユ
ソ
カ
ー
、

封
建
領
主
、
大
土
地
所
有
者
の
土
地
は
、
そ
の
上
に
あ
る
す
べ
て
の
建

物
、
家
畜
、
資
産
、
そ
の
他
の
農
業
財
産
と
と
も
に
没
収
さ
れ
る
。

　
４
、
国
家
に
属
す
る
土
地
所
有
は
、
そ
れ
が
本
条
第
５
項
に
あ
げ
ら

れ
た
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
限
り
、
同
様
に
土
地
改
革
の
土
地
フ
ォ
ソ

ド
に
入
れ
ら
れ
る
。

　
５
、
以
下
の
土
地
お
よ
び
農
業
財
産
は
分
配
さ
れ
た
い
。

　
回
　
農
業
研
究
所
、
実
験
所
、
教
育
機
関
の
土
地
。

　
¢
オ
　
都
市
の
自
治
行
政
機
関
に
属
し
、
都
市
住
民
の
需
要
を
満
た
す

農
産
物
の
生
産
に
使
わ
れ
る
土
地
。

　
○
　
共
有
地
と
協
同
組
合
や
学
校
の
土
地
所
有
。

　
ゆ
　
修
道
院
、
教
会
施
設
、
教
会
、
。
教
区
の
土
地
所
有
。

　
　
第
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
一
〇
二
）

　
１
、
土
地
の
没
収
に
関
す
る
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
際
し
て
、
以

下
の
も
の
は
同
一
経
営
と
見
な
さ
れ
る
。

　
回
同
一
所
有
者
に
属
す
る
が
、
ド
イ
ツ
の
様
々
な
地
域
に
存
在
す

る
土
地
。

　
向
夫
と
妻
の
土
地
所
有
。

　
○
　
両
親
と
未
成
年
の
子
供
の
土
地
所
有
。

　
ゆ
　
共
有
者
の
土
地
所
有
。

　
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
、
そ
の
所
有
を
一
九
四
五
年
五
月
十
目
以
後

に
配
分
し
た
経
営
は
一
つ
の
経
営
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
２
、
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
際
し
て
、
　
「
土
地
面
積
」
の
概
念
に

含
ま
れ
る
の
は
、
農
場
家
屋
、
領
主
家
屋
、
あ
る
い
は
農
場
ま
た
は
そ

の
所
有
者
に
研
属
す
る
も
の
と
し
て
の
館
や
建
物
を
含
ん
だ
全
土
地
所

有
、
森
林
、
牧
草
地
、
放
牧
地
、
園
地
、
湖
、
沼
等
で
あ
る
。

　
　
第
四
条

　
１
、
土
地
改
革
の
準
備
と
実
施
の
指
導
は
、
郡
と
市
町
村
の
行
政
機

関
の
手
中
に
あ
り
、
　
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ム
メ
ル
ソ
州
行
政

機
関
の
指
示
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

　
２
、
土
地
改
革
の
直
接
の
実
施
の
た
め
に
は
、
一
九
四
五
年
九
月
一

五
目
ま
で
に
以
下
の
機
関
が
つ
く
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
’



　
倒
　
市
町
村
に
は
土
地
改
革
実
施
市
町
村
委
員
会
。
そ
れ
は
、
農
業
　
　
　
九
月
二
五
日
ま
で
に
、
本
法
令
の
第
二
条
に
よ
っ
て
土
地
フ
ォ
ン
ド
に

労
働
者
、
土
地
の
な
い
農
民
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
自
分
の
土
地
を
　
　
引
渡
さ
れ
る
土
地
所
有
と
農
芙
財
産
の
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ぼ

も
っ
土
地
の
乏
し
い
農
民
、
市
町
村
に
定
庄
し
た
移
住
民
の
総
会
に
よ
　
　
な
ら
な
い
。

っ
て
選
ぼ
れ
る
五
～
七
人
か
ら
成
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
、
土
地
改
革
実
施
市
町
村
委
員
会
は
、
同
様
に
一
九
四
五
年
九
月

　
委
員
会
は
工
、
の
中
か
ら
議
長
を
選
出
す
る
。
委
員
会
の
構
成
は
郡
行
　
　
　
二
五
目
ま
で
に
、
そ
の
市
町
村
に
あ
る
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
経
営
の

政
機
関
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
確
な
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
お
の
お
の
の
土
地

　
旧
　
郡
に
１
は
土
地
改
革
実
施
郡
委
員
会
。
そ
れ
は
郡
長
ま
た
は
そ
の
　
　
　
で
働
い
て
い
る
家
族
員
数
、
家
畜
と
資
産
を
記
入
す
る
。
同
じ
期
問
に

代
理
人
を
議
長
と
す
る
五
名
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
郡
委
員
会
の
人
的
構
　
　
土
地
改
革
実
施
市
町
村
委
員
会
と
郡
委
員
会
は
、
そ
の
地
区
に
住
ん
で

成
は
州
行
政
機
関
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
い
る
農
業
労
働
者
、
小
借
地
人
、
土
地
の
な
い
農
民
、
難
民
と
移
住
民

　
（
注
）
回
、
旧
に
あ
げ
ら
れ
た
委
員
会
に
は
以
前
の
ナ
チ
党
員
、
ま
た
は
ナ
　
　
を
記
載
し
た
リ
ス
ト
を
作
成
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
　
　
チ
党
の
組
織
で
積
極
的
に
活
動
し
て
い
た
人
物
は
入
る
の
を
許
さ
れ
な

　
　
　
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
、
州
行
政
機
関
は
郡
行
政
機
関
を
通
じ
て
、
一
九
四
五
年
一
〇
月

　
３
、
州
行
政
機
関
一
」
は
、
七
人
か
ら
成
る
土
地
改
革
実
施
州
委
員
会
　
　
　
一
日
ま
で
に
市
町
村
に
た
い
し
て
、
ど
の
土
地
が
第
二
条
第
五
項
に
よ

が
形
成
さ
れ
ろ
。
委
員
会
の
議
長
に
は
副
長
官
ヴ
ァ
ル
ン
ヶ
が
任
命
さ
　
　
　
っ
て
分
配
さ
、
る
べ
き
で
な
い
か
を
通
知
す
る
。

れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
、
土
地
の
分
配
は
、
当
該
市
町
村
の
、
土
地
の
な
い
農
民
と
土
地

　
４
、
土
地
改
革
の
準
備
と
そ
の
実
際
の
実
施
は
、
土
地
を
手
に
入
れ
　
　
　
の
乏
し
い
農
民
の
集
会
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
回
に
あ
げ
ら
れ
た

た
農
民
が
、
な
お
一
九
四
五
年
の
秋
耕
を
適
時
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、
　
土
地
改
革
実
施
市
町
村
委
員
会
の
提
案
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
。

一
九
四
五
年
九
月
か
ら
一
〇
月
の
時
期
に
１
行
な
わ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
　
　
土
地
分
配
に
関
す
る
農
民
の
決
定
は
、
郡
委
員
会
に
よ
る
そ
の
承
認
の

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
に
、
有
効
と
な
る
。
郡
委
員
会
の
決
定
に
た
い
す
る
上
告
は
、
交
付
の

　
５
、
土
地
改
革
実
施
市
町
村
委
員
会
と
郡
委
員
会
は
、
一
九
四
五
年
　
　
目
か
ら
二
週
間
以
内
に
州
委
員
会
に
申
し
入
れ
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
一
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

　
９
、
新
設
農
民
の
面
積
と
土
地
の
乏
し
い
農
民
に
追
加
的
に
あ
た
え

ら
れ
る
土
地
の
面
積
は
、
郡
内
で
処
分
で
き
る
土
地
の
量
と
土
地
を
手

に
入
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
人
数
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、

土
地
改
革
に
も
と
づ
い
て
土
地
を
割
り
当
て
ら
れ
る
経
営
の
土
地
面
積

は
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
こ
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
悪
い
土
地
の
場
合
に
は
、

こ
の
最
高
は
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
、
非
常
に
悪
い
土
地
の
場
合
に
は
一

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
規

準
を
越
え
る
の
は
、
土
地
改
革
実
施
郡
委
員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ね

ぼ
な
ら
な
い
。
土
地
分
配
に
際
し
て
は
、
そ
の
他
の
条
件
が
同
一
の
場

合
に
は
、
子
供
の
多
い
家
族
が
優
先
権
を
も
っ
て
い
る
。

　
１
０
、
こ
の
法
令
の
第
二
条
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
全
森
林
は
、
州
行

政
機
関
の
所
有
に
移
る
。
そ
の
う
ち
一
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
分
配
さ
れ
、

う
ち
七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
こ
の
土
地
改
革
に
よ
っ
て
土
地
を
手
に
い
れ

た
農
民
の
所
有
と
な
り
、
三
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
市
町
村
の
所
有
に
移

る
。
残
余
の
没
収
さ
れ
た
森
林
は
分
配
さ
れ
な
い
。

　
ｕ
、
池
や
小
さ
な
湖
は
、
郡
行
政
機
関
か
ら
市
町
村
の
利
用
に
委
ね

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
１
２
、
こ
の
法
令
の
第
二
条
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
大
農
場
に
あ
っ
た

ト
ラ
ク
タ
ー
、
脱
穀
機
、
コ
ソ
バ
イ
ン
、
機
関
車
、
刈
取
機
そ
の
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
（
一
〇
四
）

農
業
機
械
は
、
農
業
機
械
貸
付
所
の
組
織
化
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
農

民
互
助
委
員
会
に
引
渡
さ
れ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
貸
付
所
は
な
に
よ

り
も
ま
ず
、
土
地
改
革
に
、
よ
っ
て
土
地
を
手
に
入
れ
た
農
民
経
営
に
役

立
っ
で
あ
ろ
う
。
簡
単
な
農
具
や
役
畜
は
、
一
部
は
個
人
的
所
有
と
し

て
、
貧
し
い
農
民
経
営
に
。
引
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
１
３
、
没
収
さ
れ
た
大
農
場
の
農
産
物
加
工
の
た
め
の
経
営
（
澱
粉
加

工
所
、
酪
農
場
、
製
粉
所
、
火
酒
醸
造
所
、
醒
割
製
造
所
…
…
等
）
は
、
農
民

互
助
委
員
会
か
自
治
行
政
機
関
の
利
用
に
移
さ
れ
る
。

　
１
４
、
土
地
改
革
の
実
施
の
際
、
土
地
の
一
部
は
、
模
範
経
営
の
創
設

や
そ
の
他
の
重
要
な
目
的
の
た
め
に
と
っ
て
お
か
れ
る
。
こ
の
土
地
は

州
行
政
機
関
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

　
　
第
五
条

　
土
地
改
革
に
も
と
づ
い
て
分
配
さ
れ
た
土
地
に
た
い
し
て
、
そ
の
経

営
は
一
年
分
の
収
穫
の
価
値
に
相
当
す
る
額
、
す
た
わ
ち
、
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
当
り
一
、
○
○
○
～
一
、
五
〇
〇
キ
ロ
の
ラ
イ
麦
の
価
値
を
、
土
質
と

一
九
四
五
年
の
供
出
価
格
に
し
た
が
っ
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
土
地
改
革
に
も
と
づ
い
て
森
林
を
受
取
っ
た
農
民
が
支
払
わ
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
林
地
の
価
格
は
、
郡
委
員
会
に
よ
っ
て
、
農
民
経
営
に
お

け
る
林
地
の
利
用
の
場
所
的
条
件
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
。
こ
の
価
格



は
上
述
の
耕
地
価
格
の
五
〇
劣
以
下
の
額
で
あ
っ
一
、
は
な
ら
な
い
。
こ
　
　
必
要
な
文
書
の
注
律
形
態
の
規
則
は
特
別
施
行
細
則
に
記
載
さ
れ
る
。

の
問
題
に
ー
た
い
す
る
施
行
細
則
は
土
地
改
革
の
た
め
の
州
委
員
会
に
１
よ
　
　
　
２
、
こ
の
法
令
は
法
律
の
効
力
を
も
ち
、
そ
の
公
表
の
日
と
同
時
一
」

っ
て
作
ら
れ
る
。
農
民
は
貨
幣
ま
た
は
現
物
で
支
払
う
。
し
か
も
、
最
初
　
　
効
力
を
発
す
る
。

の
一
〇
％
の
額
の
分
割
払
い
は
一
九
四
五
年
末
ま
で
に
、
残
額
は
等
分
　
　
　
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ソ
、
一
九
四
五
年
九
月
五
日

し
て
貨
幣
ま
た
は
現
物
分
割
払
い
で
支
払
わ
れ
る
。
土
地
の
乏
し
い
農
　
　
　
　
　
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
、
フ
オ
ァ
ポ
ム
メ
ル
ン
州
行
政
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
官
　
ヘ
ッ
カ
ー

民
は
一
〇
年
年
賦
で
。
土
地
の
な
い
農
民
や
移
住
民
は
二
〇
年
年
賦
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
長
官
　
ヴ
ァ
ル
ソ
ケ
、
ヘ
ラ
ー
、
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル
ク

　
土
地
の
な
い
農
民
、
小
借
地
人
、
農
業
労
働
者
、
移
住
民
は
土
地
改

革
の
た
め
の
郡
委
員
会
に
よ
っ
て
、
最
初
の
割
賦
支
払
い
に
た
い
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
、
フ
ル
ク
郡
の
民
主
的
土
地
改
革
は
、
こ
の
法
律
に
も
と

三
年
ま
で
の
支
払
猶
予
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
具
体
的
実
施
の
過
程
を
次
に
み
る
こ
と
に

　
　
第
六
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
。

　
１
、
こ
Ｐ
法
令
に
も
と
づ
い
一
、
創
設
さ
れ
た
経
営
に
、
全
託
的
二
も
　
　
　
　
　
　
杜
会
経
済
構
造
の
革
命
的
変
化

部
分
的
に
も
売
却
し
た
り
、
貨
付
け
た
り
、
分
割
し
た
り
、
ま
た
は
低
　
　
　
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
市
町
村
に
１
も
一
九
四
五
年
九
月
に
土
地
改

当
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
別
の
例
外
と
し
て
、
経
営
の
分
割
　
　
　
革
委
員
会
に
ｏ
宗
暮
ｇ
冒
昌
ぎ
已
昌
オ
。
。
－
ｏ
目
が
っ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
土

ま
た
は
エ
、
の
貸
付
が
州
行
政
機
関
の
決
定
に
よ
っ
て
、
許
可
さ
れ
る
。
　
　
　
地
改
革
法
一
」
よ
っ
て
、
土
地
改
革
遂
行
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
行

　
２
、
土
地
を
割
り
当
て
ら
れ
た
経
営
は
、
古
い
負
債
を
償
却
さ
れ
た
　
　
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
で
は
農
業
労
働
者
の
代
表
が
最
も
多

土
地
を
受
け
取
る
。
一
九
四
五
年
の
供
出
義
務
は
、
そ
の
土
地
の
収
穫
　
　
か
っ
た
。
そ
れ
に
移
住
民
と
小
農
民
が
加
っ
た
。
い
く
っ
か
の
村
で
は
、

を
得
入
」
も
の
が
行
な
う
。
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
、
フ
ル
ク
と
ヴ
ォ
ル
デ
ッ
ク
の
工
業
小
径
営
の
労
働
者
が
こ

　
　
第
七
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
を
助
け
た
。
レ
ー
ベ
ル
ク
の
委
員
会
は
六
人
の
農
業
労
働
者
か
ら
成

　
１
、
土
地
改
革
の
実
施
と
結
び
つ
い
た
す
べ
て
の
技
術
的
問
題
と
、
　
　
　
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
二
人
は
共
産
覚
員
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
デ
ツ

　
　
　
　
東
ド
ィ
ッ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
（
一
〇
五
）



成構の会員委革改地土表５第

立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

他のそ民住移
地借

小
人労

業
者

農
働計合派党無

ヨ
ジ
党

ル
政

ブ
ァＤＰＳＤＰＫ

０９ーユ８
■
ｏ４．１７８４，３２ユ７３

２６８３０７．２９９２１０１４６

７４８９

４

７
‘

２，ーユ

６６４，６７８３８１，１１ーユ，２

ユ３ユ，６９２ユ２６３．２２５６，２

ｇｒｕｂｎｅｄｎａｒＢ

ｇ
ｒｕｂｎｅ１ｋＣ蛇Ｎ

ク
の
土
地
改
革
委
員
会
は
二
人
の
共
産
主
義

者
と
二
人
の
無
党
派
の
も
の
か
ら
成
っ
て
い

た
。
土
地
改
革
委
員
会
の
約
半
数
で
は
Ｋ
Ｐ

Ｄ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
党
員
が
直
接
に
協
力
し
て
い

た
が
、
そ
の
他
の
委
員
会
は
無
党
派
の
も
の

だ
け
か
ら
成
っ
て
い
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル

ク
郡
の
土
地
改
革
委
員
会
の
構
成
を
正
確
に

報
告
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
が
、
ブ
ラ
ン
デ

ン
ブ
ル
ク
と
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
土
地
改
革

委
員
会
の
構
成
を
示
し
た
第
五
表
か
ら
大
体

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
土
地
改
革
委
員
会

で
は
、
労
働
者
政
党
の
割
合
が
い
く
ら
か
小

さ
く
、
そ
れ
だ
げ
無
党
派
の
も
の
の
割
合
が

多
く
、
ま
た
農
業
労
働
者
の
割
合
が
い
く
ら

か
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
土
地
改
革
委
員
会
は
、
没
収
す
べ
き
土
地

所
有
と
そ
の
他
の
土
地
所
有
と
を
確
定
す
る

仕
事
を
始
め
た
。
つ
い
で
新
設
農
民
と
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
（
一
〇
六
）

を
拡
大
す
る
小
経
営
の
数
が
確
定
さ
九
た
。
委
員
会
は
測
量
器
で
も
っ

て
、
粗
測
量
を
実
施
し
、
一
人
ひ
と
り
の
新
設
農
民
の
た
め
に
土
地
に

抗
打
ち
を
し
た
。
一
ヒ
）
し
て
境
界
を
つ
げ
ら
れ
た
土
地
は
公
の
集
会
で

抽
せ
ん
さ
れ
た
。
人
数
の
少
な
い
家
族
に
は
小
さ
い
面
積
の
、
人
数
の

多
い
家
族
に
は
二
～
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
大
き
い
面
積
の
く
じ
が
与
え
ら
れ

た
。
建
物
、
家
畜
、
資
産
、
小
機
械
も
く
じ
で
分
配
さ
れ
た
。
新
し
い

所
有
者
は
、
集
会
で
所
有
者
名
と
所
有
地
面
積
が
記
入
さ
れ
た
土
地
証

書
を
手
渡
さ
れ
た
。
帰
郷
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
の
た
め
に

は
、
親
類
の
も
の
が
く
じ
を
引
い
た
。
あ
と
か
ら
き
た
移
住
民
や
以
前

の
戦
争
捕
虜
は
、
一
九
四
九
年
ま
で
に
土
地
改
革
フ
ォ
ン
ド
か
ら
土
地

を
受
け
取
っ
た
。
一
九
五
〇
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ

ル
ク
郡
の
土
地
分
配
は
最
終
的
に
完
了
し
た
。
こ
の
時
期
に
精
密
測
量

が
始
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
正
確
た
面
積
を
記
入
し
た
土
地
台
帳
の

補
完
が
な
さ
れ
た
。

　
土
地
改
革
法
が
現
実
的
で
明
確
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
大

き
な
農
村
の
変
革
が
何
の
ま
さ
つ
も
た
く
、
す
ん
た
り
と
進
行
し
た
と

想
像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
い
て
い
の
大
農
場
所
有
者
は
、
そ

の
と
り
ま
き
と
一
緒
に
．
、
す
で
に
一
九
四
五
年
の
春
、
ソ
ビ
ェ
ト
軍
が

や
っ
て
き
た
時
に
、
の
ち
の
西
側
諸
国
の
占
領
地
域
に
逃
げ
て
い
た
。



し
か
し
、
な
お
、
あ
ち
こ
ち
に
ユ
ソ
ヵ
－
の
代
理
人
が
残
存
し
て
い
て
、
　
　
土
地
改
革
の
遂
行
に
反
対
す
る
ユ
ソ
ヵ
１
と
ン
．
の
と
り
少
、
、
き
の
公
然

混
乱
を
ひ
き
起
し
、
　
一
旦
那
が
ま
も
な
く
帰
っ
て
く
る
」
と
い
っ
て
お
　
　
　
た
る
反
抗
は
、
当
時
、
シ
ュ
ト
一
フ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

ど
か
し
さ
え
し
た
。
移
庄
民
の
中
に
も
最
初
は
、
目
を
オ
ー
デ
ル
・
ナ
ィ
　
　
た
と
い
う
こ
と
て
あ
ろ
。

セ
の
向
う
側
に
向
け
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
略
戦
争
が
も
た
ら
し
た
深
刻
な
　
　
　
民
主
的
土
地
改
革
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
の
大
き
な
変
革
は
、
第

結
果
を
み
ょ
う
と
し
な
い
人
々
が
少
な
か
ら
ず
い
た
。
ま
た
、
農
業
労
　
　
　
三
表
閉
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

働
者
の
中
に
は
、
子
供
の
更
か
ら
た
た
き
込
ま
れ
た
下
僕
根
性
を
克
服
　
　
　
回
　
民
主
的
土
地
改
革
は
ユ
ン
ヵ
ー
と
大
土
地
所
有
者
の
支
配
を
除

で
き
ず
、
白
由
な
市
民
と
し
て
自
か
ら
の
権
利
と
そ
の
強
い
力
を
認
識
　
　
去
し
、
そ
の
代
り
に
労
働
者
と
勤
労
農
民
の
支
配
が
生
れ
た
。
こ
れ
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
ヵ
さ
え
い
た
。
当
時
の
活
動
家
は
次
の
よ
う
　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
ィ
ッ
軍
国
主
義
の
根
幹
が
除
去
さ
れ
平
和
で
民
主
的

に
報
告
し
て
い
る
。
　
「
農
業
労
働
老
の
約
四
分
の
一
は
、
最
初
は
非
常
　
　
　
な
発
展
の
道
が
開
か
れ
た
と
こ
ろ
の
徹
底
的
た
民
主
的
過
程
で
あ
っ
た
。

に
用
心
深
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
土
地
分
配
が
一
体
意
味
が
あ
る
の
か
？
　
　
　
伍
オ
　
戦
争
終
了
後
、
第
一
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
で
き
る
だ
け
早

そ
の
土
地
が
再
び
か
れ
ら
か
ら
と
り
去
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
？
　
と
　
　
く
生
活
力
の
あ
る
農
民
的
小
経
営
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
る

た
ず
ね
た
。
ま
た
、
自
分
で
経
営
を
引
受
け
ね
ぼ
な
ら
ぬ
個
人
的
責
任
　
　
ほ
ど
農
業
の
大
経
営
は
小
経
営
よ
り
も
合
理
的
な
経
営
を
可
能
に
す
る

を
恐
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
や
る
だ
ろ
う
か
？
　
ど
こ
か
ら
家
畜
　
　
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
近
代
的
農
業
技
術
、
多
数
の
家
畜
、
十
分
な
専

や
肥
料
等
々
を
手
に
入
れ
た
ら
い
い
の
か
？
　
供
出
義
務
を
遂
行
で
き
　
　
門
家
、
一
流
の
種
実
、
肥
料
等
女
が
使
用
で
き
る
場
合
に
の
み
そ
う
で

る
だ
ろ
う
か
？
　
と
問
う
て
い
た
。
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
戦
争
終
了
時
に
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
欠
除

　
し
か
し
、
農
業
労
働
者
の
大
部
分
と
多
数
の
移
住
民
た
ち
は
、
民
主
　
　
し
て
い
た
。
そ
の
上
に
、
農
業
労
働
老
や
土
地
の
乏
し
い
農
民
の
、
自

的
土
地
改
革
の
中
に
、
か
れ
ら
が
痛
苦
を
も
っ
て
体
験
し
た
ド
ィ
ツ
の
　
　
分
の
土
地
を
求
め
る
数
世
代
に
わ
た
っ
て
い
だ
き
っ
づ
け
イ
、
き
た
願
望

過
去
か
ら
の
、
政
治
的
・
経
済
的
に
必
然
的
た
帰
結
を
み
て
い
た
。
ま
　
　
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
協
同
組
合
的
経
営
と
い
う
考
、
一
ん
は
、

た
疑
問
を
解
く
た
め
に
数
百
の
集
会
や
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
。
　
　
　
　
当
時
は
農
業
労
働
者
ゆ
、
土
地
の
乏
し
い
農
民
め
、
移
住
民
の
下
に
は
、
な

　
　
　
　
東
ド
ィ
ツ
に
お
げ
る
民
士
上
的
土
地
改
革
と
農
茉
の
祉
会
主
義
化
い
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
（
一
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学

お
ほ
と
ん
ど
入
る
余
地
が

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
当
時

の
事
情
の
下
で
は
、
大
土

地
所
有
の
分
割
が
、
国
民

栄
養
確
保
の
基
本
前
提
と

し
て
、
農
耕
と
畜
産
に
お

げ
る
収
穫
を
増
大
さ
せ
る

た
め
に
、
新
設
農
民
の
意

欲
を
増
進
さ
れ
る
唯
一
可

能
で
正
し
い
方
法
で
あ
っ

た
。　

↓

部
で
三
五
、

（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

肋
ぬ
７
０
０
６
バ
“
２
６
　
１

計
小

計
小

計
総

ａ
　
　
　
ａ
　
　
　
ａ
ｈ
　
　
ｈ
　
　
ｈ
９
９
　
６
８
　
８
５
“
　
１
　
｛
２
８
　
　
　
６

肪
５
２
バ
３
５
１

の
　
拡
の
　
の
へ
　
の
地
場
箏
１
５
配
人
と
成
余
成
ユ
分
５
６
大
形
残
形
１
）
２
）
　
　
３
）

計
合

）％２

２
．

７の地用農全の内郡（

　
　
　
土
地
フ
ォ
ン
ド
に
は
全

　
　
　
　
　
八
五
ニ
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
農
用
地
が
引
渡
さ
れ
た
。

そ
れ
は
下
表
右
の
よ
う
た
構
成

で
あ
っ
た
。

　
側
　
民
主
的
土
地
改
革
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
土
地
フ
ォ
ン

ド
は
下
表
左
の
よ
う
に
分
配
さ

　
人
人

　
０
２
５
１

　
｛
３

　
１
↓
　
１
↓

　
；
　
；

　
／
７
／
７

　
４
　
ｏ
ｏ

成
者
民

構
働

の
労
住

民
業

農
農
移

設

新
１
）
２
）

ホ

人
５
３

１
，

３計合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
一
〇
八
）

れ
た
。

　
回
　
新
設
農
民
の
平
均
規
模
は
九
・
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
中
農
経
営
成
立
の
前
提
が
作
ら
れ
た
。
土
地
の
良
否
や
土
地

を
求
め
る
人
の
多
少
に
よ
っ
て
、
村
毎
に
多
少
の
差
が
生
ま
れ
た
。
全

体
と
し
て
、
平
均
九
・
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
一
九
四
五
年
九

月
五
目
の
土
地
改
革
法
で
予
想
さ
れ
た
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
を
著
し

く
越
え
て
い
た
。
こ
の
隈
度
を
越
え
た
主
な
理
由
は
、
土
地
を
求
め
る

人
が
そ
れ
以
上
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
○
○
　
ユ
ン
カ
ー
農
場
に
属
し
た
約
三
、
七
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
森
林

も
没
収
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
三
〇
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
国
有
林
に
、
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
市
町
村
有
林
に
、
八

ａｈ６６６，２

ａｈ８０３１

ａｈ８０８

ａｈ８７６，２

ａｈ０６４，７

林有国

林有村町市

場農有所民人

林有民農

計合

　
ま
た
騎
士
農
場
に
属
し
て
い
た
三
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
池
沼
も
没
収

さ
れ
分
配
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

○
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
人
民
所
有
農
場
に

割
り
当
て
ら
れ
、
二
、
三
七
八
ヘ
ク
タ

ー
ル
は
新
設
農
民
に
分
配
さ
れ
た
。
民

主
的
土
地
改
革
の
遂
行
の
後
、
一
九
五

〇
年
一
月
一
日
に
は
郡
内
の
全
森
林
面

積
は
上
表
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
五
〇
年
一
月
一
日
に
は
次
頁
の



表
の
よ
う
な
所
有
状
況
に
あ
っ
た
。

　
い
　
没
収
き
れ
た
建
物
、
資
産
、
家
畜
の

大
部
分
も
ま
た
分
配
さ
れ
た
。
大
農
場
に
あ

っ
た
比
較
的
少
数
の
大
機
械
は
農
民
互
助
委

員
会
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
機
械
置
場
が
引

き
継
い
だ
。

　
二
・
三
の
大
農
場
か
ら
は
、
民
主
的
土
地

改
革
の
時
期
に
は
、

い
た
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

屠
殺
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
家
畜
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
完
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
争
の
最
後
の
目
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
ユ
ン
カ
ー
が
家
畜
を
駆
逐
し
た
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
え
ば
霊
…
ｐ
里
目
昌
彗
ぎ
囚
彗
ｂ
警
暮
ｐ

量
５
彗
ぎ
一
〇
〇
〇
巨
¢
鳥
◎
き
↓
鳥
げ
ｇ
◎
峯
て
は
、
新
設
農
民
は
最
初
は

一
頭
の
家
畜
も
割
り
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
市
町
村
で

は
新
設
農
民
は
、
土
地
の
割
り
当
て
と
同
時
に
、
た
い
て
い
一
頭
の
馬
、

一
頭
の
牛
、
一
頭
の
牝
豚
、
な
ら
び
に
建
物
と
資
産
を
受
け
取
っ
た
。

こ
う
し
て
≧
７
穴
娑
竺
９
で
は
新
設
農
民
Ｆ
・
ボ
ル
ガ
ス
ト
は
、
一

軒
の
家
、
一
頭
の
牡
牛
、
荷
車
、
利
牛
を
受
け
取
り
、
Ｈ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ

ハ
ー
は
一
斬
の
家
と
畜
舎
、
二
娯
の
馬
と
荷
車
を
受
け
取
っ
た
。
ま
た

；
員
ざ
弄
ぎ
。
・
窒
で
は
、
新
設
農
民
べ
－
ン
ケ
は
一
軒
の
建
物
、
二
現

づ
つ
の
馬
と
牝
牛
を
受
げ
と
り
、
ベ
ソ
チ
ソ
は
一
軒
の
崔
物
と
一
頭
の

馬
を
受
け
取
っ
た
。

　
庄
宅
の
分
配
の
場
合
に
は
、
普
通
家
族
数
が
基
準
に
な
っ
た
が
、
家

畜
や
資
産
の
場
合
に
は
た
い
て
い
く
じ
で
決
定
し
た
。

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）

第
三
表
↑
ｏ
と
ｏ
ｏ
と
を
比
較
す
る
と
、
民
主
的
土
地
改
革
に
よ
っ
て
、

次
の
よ
う
な
農
業
の
杜
会
経
済
構
造
的
変
化
が
起
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

回
　
五
～
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
用
地
を
経
営
す
る
農
民
が
村
の
最

大
多
数
の
農
民
層
に
増
大
し
た
。
一
九
四
五
年
一
月
一
日
に
は
五
～
二

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
層
の
三
〇
五
人
の
農
民
が
四
、
七
九
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

農
用
地
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
一
月
一
日
に
は
こ
の
階
層
の

三
、
四
七
二
人
の
農
民
が
三
三
、
八
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
用
地
を
持

っ
て
い
た
。
と
く
に
目
立
つ
の
は
、
一
九
四
五
年
以
前
に
は
一
人
も
農

民
が
い
な
か
っ
た
一
九
の
市
町
村
と
、
五
人
以
下
の
農
民
し
か
残
っ
て

い
な
か
っ
た
二
一
の
市
町
村
に
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
多
数
の
新
設
農

民
が
創
設
さ
れ
、
そ
れ
こ
よ
っ
一
、
農
民
村
落
が
再
建
さ
れ
た
二
と
で
あ

る
。

　
向
　
一
～
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
層
の
小
農
の
数
は
一
二
六
か
ら
一
五
五
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
一
〇
九
）
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僅
か
ば
か
り
増
加
し
た
。
そ
れ
は
、
た
い
て
い
農
業
を
副
業
に
し
て
い

る
手
工
業
者
や
旅
館
の
主
人
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
表
に
は
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
の
最
小
の
分
割
地
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
○
大
農
経
営
は
一
七
七
か
ら
ニ
ハ
六
に
減
少
し
た
。
こ
れ
は
ナ
チ

活
動
家
や
戦
争
犯
罪
人
の
没
収
に
。
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ゆ
　
今
目
び
人
民
所
有
農
場
Ｖ
Ｅ
Ｇ
の
土
地
は
、
没
収
後
二
～
三
年

は
ソ
ビ
エ
ト
軍
の
給
養
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す

べ
て
、
一
九
五
〇
年
ま
で
に
民

主
的
国
家
機
関
に
移
さ
れ
た
。

土
地
改
革
の
際
、
た
い
て
い
は

土
地
を
求
め
る
人
の
不
足
の
た

め
分
配
さ
れ
な
か
っ
た
残
余
地

は
、
の
ち
の
地
区
農
業
経
嘗
Ｏ

Ｌ
Ｂ
の
端
緒
を
な
し
た
。

　
同
　
民
主
的
土
地
改
革
前
後

の
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
農

業
の
杜
会
経
済
構
造
を
対
比
す

る
と
第
六
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

化変の造構業農るよに革改地土的主民表６第

日
％
一

５

１

１

３

Ｏ

０

１

３

５

１

２

Ｏ

１

１

６

Ｏ

月

１

１

年
｝
０

１

５

３

８

４

５

８

５

１

３

５

８

６

７

５

５

８

６

９

６

９１

３

４

１％７

１

日

－
１

７

１

４

Ｏ

１

Ｏ

７

９

１

１

７

Ｏ

１

Ｏ

月

１

１

ａ

１

年
ｈ
２
５

一
４

６

４

６

５

５

７

９

７

Ｏ

【
’

４

１

４

７

５

７

６

９１

３

４

１

１

有
と

農
農
農
者

所
蝪

有所

計

地
有
地

の

土
隷

也イの

合

大
人

大
中
小
そ

’
■
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
一
一
〇
）

　
昨
日
斗
、
｛
で
の
１
旦
那
」
、
つ
ま
り
、
く
唱
ｏ
ｏ
９
幸
實
ぎ
パ
く
昌
＞
昌
｝
自
一

！
、
◎
ｂ
吋
◎
ｑ
彗
｝
曇
易
ｇ
一
く
昌
ｏ
つ
け
巨
層
～
。
ｑ
♀
く
昌
雷
◎
－
塞
邑
◎
ユ
等
の

代
り
に
、
土
地
改
革
に
よ
っ
て
、
指
導
的
な
労
働
者
階
級
と
緊
密
に
同

盟
し
た
勤
労
農
民
が
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
村
々
の
新
し
い
主
人

公
に
。
な
っ
た
。

　
　
　
　
土
地
改
革
の
強
化

　
民
主
的
土
地
改
革
の
遂
行
と
同
時
に
、
そ
の
強
化
の
た
め
の
最
初
の

施
策
が
な
さ
れ
た
。
新
し
い
農
民
経
営
の
土
地
が
測
量
さ
れ
、
新
し
い

所
有
者
が
土
地
台
帳
に
記
入
さ
れ
、
大
土
地
所
有
が
記
録
さ
れ
て
い
た

古
い
土
地
台
帳
が
破
棄
さ
れ
た
。

　
こ
の
重
要
た
法
律
的
施
策
と
並
ん
で
、
直
ち
に
最
初
の
経
済
的
施
策

も
な
さ
れ
た
。
新
設
農
民
は
家
畜
を
最
も
必
要
と
し
て
い
た
。
中
部
ド

イ
ツ
の
農
民
達
が
最
初
の
重
要
な
援
助
を
あ
た
え
た
。
た
と
え
ば
、
一

九
四
五
年
の
秋
、
ボ
ル
デ
ヅ
ク
行
政
区
に
属
す
る
三
二
の
村
に
、
チ
ュ

ー
リ
ン
ゲ
ン
か
ら
六
〇
頭
の
山
羊
と
子
羊
が
到
着
し
た
。
こ
れ
が
は
じ

め
で
、
一
九
四
六
年
春
ま
で
に
約
五
〇
〇
頭
の
牛
と
二
〇
〇
頭
の
馬
が

ボ
ル
デ
ッ
ク
地
区
に
到
着
し
た
。
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
の
内
部
で
も
家
畜
数
の
平
均
化
が
行
な
わ
れ
た
。
一
九
四
六
年
末

に
は
新
設
農
民
の
約
七
五
％
が
一
頭
の
牛
を
、
九
五
％
が
一
頭
の
豚
を



持
ち
、
畜
産
の
発
展
の
た
め
の
第
一
歩
が
始
ま
っ
た
。
他
の
重
要
な
問

題
は
新
設
農
民
の
た
め
に
住
宅
と
畜
舎
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
争

直
後
の
困
難
な
事
情
の
下
で
、
民
主
国
家
の
大
規
模
な
支
援
に
よ
っ
て

農
村
の
建
築
計
画
が
実
施
さ
れ
、
八
三
二
戸
の
新
住
宅
（
全
新
設
農
民

の
二
六
．
三
％
）
と
八
八
三
戸
の
新
畜
舎
（
同
二
八
、
○
％
）
が
建
て
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ぼ
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
一
五
年
問
に
建
て
ら

れ
た
植
民
用
建
物
の
一
〇
倍
以
上
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
九

四
五
年
と
五
二
年
の
間
に
約
九
〇
〇
万
Ｄ
Ｍ
の
資
金
を
郡
の
民
主
的
行

政
機
関
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
ち
一
九
五
〇
年
に
は
約

三
〇
〇
万
Ｄ
Ｍ
が
免
除
さ
れ
、
ま
た
新
設
農
民
と
移
住
民
に
た
い
す
る

国
家
の
補
助
金
で
返
還
で
き
な
い
も
の
、
一
九
四
六
～
五
〇
年
の
建
築

物
の
未
払
分
を
清
算
す
る
た
め
に
国
家
財
政
か
ら
約
一
〇
〇
万
Ｄ
Ｍ
が

支
払
わ
れ
た
。

　
　
　
　
農
民
の
相
互
援
助

　
民
主
的
土
地
改
革
の
結
果
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
法

律
的
・
経
済
的
施
策
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
相
互
の
経
済
的
援
助
組
織

を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
村
々
で
は
、
最
初
の
農
民
互
助
委
員
会
が
、

一
九
四
六
年
春
、
土
埴
改
革
委
員
会
か
ら
出
現
し
た
。
そ
れ
は
、
没
収

東
ド
ィ
ッ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
茉
の
杜
会
主
義
化
Ｈ

さ
れ
た
大
農
場
所
有
老
の
ト
ラ
ク
タ
ー
や
そ
の
他
の
機
械
を
引
き
継
ぎ
、

こ
う
し
て
勤
労
農
民
の
最
初
の
共
同
組
織
を
つ
く
っ
た
。
ま
も
な
く
、

多
数
の
村
々
か
ら
ト
ラ
ク
タ
ー
〉
、
の
他
の
機
械
を
集
め
て
、
多
く
の
村

の
た
め
に
二
っ
の
農
民
互
助
組
合
機
械
置
場
を
つ
く
る
こ
と
が
合
理
的

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
た
と
え
ば
一
九
四
八
年

に
　
く
島
戊
－
竃
鶉
ｏ
巨
目
¢
目
｝
ｏ
｛
　
ｏ
Ｈ
ユ
ｏ
茅
プ
ｏ
叶
　
が
、
　
ｏ
－
ユ
９
易
｝
◎
い

オ
需
訂
ぎ
一
勺
轟
ｇ
◎
き
　
｝
ｏ
与
一
巨
邑
ｏ
ぎ
　
○
◎
－
昌
一
団
邑
ｈ
窃
ｏ
プ
一

〇
；
甲
一
Ｕ
き
睾
ぎ
ぎ
穴
屋
鼻
◎
ぎ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ぎ
目
罫
易
彗
の
村
六
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
。
ン
、
の
従
業
員
は
鍛
治
屋
、
錠
前
屋
等
の
専
門
職
人
と
各

村
か
ら
機
械
に
つ
い
て
き
た
ト
ラ
ク
タ
ー
運
転
手
か
ら
成
っ
て
い
た
。

当
時
こ
の
地
域
で
使
用
で
き
た
機
械
は
九
台
の
ト
ラ
ク
タ
ー
、
二
台
の

カ
タ
ビ
ラ
ー
式
ト
ラ
ク
タ
ー
、
一
一
台
の
脱
穀
機
、
二
二
台
の
禾
束
機

と
若
干
の
付
属
用
具
で
あ
っ
た
。
農
繁
期
に
は
、
こ
れ
に
若
干
の
私
有

ト
ラ
ク
タ
ー
、
た
と
え
ぱ
ク
プ
ラ
ン
ク
村
の
大
農
の
そ
れ
が
加
わ
っ

た
。　

く
屠
甲
く
易
ｏ
巨
箏
彗
ぎ
｛
は
、
新
設
農
民
に
最
初
の
技
術
的
援
助
を

与
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う

の
は
、
比
較
的
少
数
の
ト
ラ
ク
タ
ー
ヤ
機
械
は
ほ
と
ん
ど
全
く
古
び
て

い
て
、
作
業
能
率
が
悪
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
補
充
部
品
の
供
給
も
し

（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
一
一
一
）
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注
し
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
に
国
立
の
機
械

貸
与
ス
テ
ー
ン
ヨ
ン
睾
婁
ｏ
巨
罵
干
声
豪
Ｈ
巴
干
ｏ
っ
葦
一
昌
が
設
置
さ
れ

た
。
そ
れ
は
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
か
ら
、
な
お
使
用
可
能
な
ト
ラ
ク
タ
ー
と
機
械

を
引
き
継
い
た
が
、
主
と
し
て
は
ソ
連
と
ド
イ
ツ
自
身
で
生
産
さ
れ
た

近
代
的
農
業
機
械
を
入
手
し
た
。
く
尉
甲
く
麸
Ｏ
巨
罵
ま
◎
｛
が
第
一
義

的
に
は
農
民
自
身
の
互
助
形
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ｍ
Ａ
Ｓ
は
労
働

者
階
級
が
そ
の
同
盟
者
で
あ
る
勤
労
農
民
階
級
に
与
え
た
生
産
的
援
助

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
Ｍ
Ａ
Ｓ
は
機
械
ト
ラ
ク
タ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

Ｍ
Ｔ
Ｓ
の
前
段
階
で
あ
っ
た
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
は
数
的
に
か
な
り
急
速
に
増
加

し
た
。
そ
れ
は
全
個
人
農
経
営
の
九
八
％
を
含
ん
で
い
た
。
一
九
五
六

年
末
に
は
そ
れ
は
六
六
の
地
区
組
織
で
三
、
三
七
五
人
の
構
成
員
を
数

え
た
。
そ
の
構
成
は
次
表
の
よ
う
に
た
っ
て
い
る
。
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農
民
経
営
に
一
定
の
農
業
用
品
、
と
く
に
肥
料
を
供
給
す
る
こ
と
も
、

Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
の
仕
事
で
あ
る
。
郡
は
一
八
の
区
域
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
各

々
に
一
つ
の
農
民
商
業
協
同
組
合
霊
毒
Ｈ
ご
Ｏ
－
５
雪
彗
箒
一
〇
。
０
・
０
自
易
乙
。
¢
易
．

○
ぎ
津
が
存
在
し
て
こ
の
仕
事
を
行
た
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
貯
蓄
・
貸

付
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。

　
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
は
、
こ
の
他
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
四
つ
の
酪
農
経

営
を
営
ん
で
い
た
。
　
団
彗
箒
一
◎
き
Ｃ
ｏ
マ
轟
巨
馬
一
〇
－
ユ
ｏ
訂
ぎ
｛
－
Ｏ
雪
－

詩
ｇ
ぎ
い
オ
◎
巨
晶
斤
に
お
い
て
。
そ
れ
は
、
以
前
の
ラ
イ
フ
ァ
イ
ゼ

ソ
協
同
組
合
に
属
す
る
径
営
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
以
前
に
は
、
ユ

ン
カ
ー
が
理
事
会
や
監
査
役
会
を
支
配
し
て
い
た
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
体
制

の
崩
壌
後
理
事
会
と
監
査
役
会
が
新
し
く
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
で
は
勤
労

個
人
農
が
多
数
を
占
め
た
。
そ
れ
に
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
と
国
家
機
関
の
代
表
が

加
わ
っ
た
。
一
九
五
二
年
に
四
つ
の
酪
農
場
が
全
部
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
に
移
管
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ン
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協
、
、
、
、
、

さ
れ
、
そ
れ
以
後
好
調
に
発
展
し
た
。

　
Ｖ
ｄ
ｇ
Ｂ
の
い
ま
一
つ
の
課
題
は
、
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
農
民
の
協
同
労
働
組
織
の
彬
成

を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
に

は
、
個
人
農
経
営
総
数
に
対
す
る
協
同
労
働

組
織
の
割
合
は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。



　
膨
同
林
業
に
は
、
関
係
す
る
経
営
の
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
％
が
参
加
し

て
い
た
が
、
他
の
協
同
労
働
組
織
へ
の
参
加
は
ま
だ
非
常
に
不
十
分
で

あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
多
様
な
協
同
労
働
組
織
は
、
個
人
農
経
営
に
た
い
す
る
相

互
援
助
の
重
要
な
彩
態
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
は
個
人
農
の
労
働
を

容
易
に
し
、
労
働
ピ
ー
ク
の
問
題
を
解
決
し
、
適
期
の
耕
作
、
収
穫
、

供
出
を
援
け
、
ト
ラ
ク
タ
ー
と
農
業
機
械
の
よ
り
よ
く
、
効
率
的
な
配

置
を
可
能
に
し
、
個
人
農
を
し
て
、
杜
会
的
労
働
の
よ
り
高
い
組
織
形

態
を
認
識
せ
し
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
最
高
の
協
同
組
合
形
態
で
あ

る
Ｌ
Ｐ
Ｇ
に
ま
す
ま
す
移
行
さ
せ
な
ナ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
一
九
五
六
年
に
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
、
約
三
五
〇
の
経
営

を
包
括
す
る
八
三
の
恒
常
的
脇
同
労
働
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
一

部
は
、
そ
こ
の
Ｍ
一
Ｔ
Ｓ
と
一
括
労
働
契
約
を
結
ん
だ
。

　
ｙ
ｄ
ｇ
Ｂ
の
現
在
の
主
要
た
課
題
は
、
勤
労
農
民
に
Ｌ
Ｐ
Ｇ
の
必
要

性
と
優
越
性
を
納
得
さ
せ
、
新
し
い
Ｌ
Ｐ
Ｇ
の
形
成
や
現
存
の
Ｌ
Ｐ
Ｇ

へ
の
参
加
の
た
め
に
、
か
れ
ら
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
－
型
の

Ｌ
Ｐ
Ｇ
の
建
設
は
特
別
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
個
人
農

が
杜
会
主
義
的
大
経
営
へ
進
む
の
を
容
易
に
す
る
。
そ
れ
は
農
耕
で
の

協
同
組
合
的
労
働
に
集
中
し
、
家
畜
は
依
然
と
し
て
個
別
的
に
保
有
さ

れ
、
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
農
業
生
産
の
発
展

　
家
畜
頭
数
の
増
加
は
、
国
民
の
食
糧
を
確
保
し
、
さ
ら
に
改
善
す
る

た
め
の
最
も
重
要
た
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
製
靴
工
業
や
皮
革

工
業
な
ど
若
干
の
消
費
財
生
産
都
門
の
原
料
で
も
あ
る
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
お
け
る
家
畜
頭
数
の
増
加
は
第
七
表
の
と

口力増の数頭畜家の郡クルブス
一
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東
ド
ィ
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に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
炎
化
Ｈ
（
大
藪
）

二
二

　
お
り
で
あ
る
。

　
　
七
れ
は
敗
戦
時
に
は

著
し
く
減
少
し
て
い
た

が
、
最
近
は
目
ざ
ま
し

く
回
復
し
て
き
て
い

　
る
。
こ
の
発
展
に
。
は
新

設
農
民
経
営
の
寄
与
す

　
る
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ

　
た
。

　
　
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

　
当
り
家
畜
頭
数
は
、
羊

　
の
頭
数
と
以
前
の
若
干

　
の
ト
ヅ
プ
ク
ラ
ス
の
農

（
一
二
二
）
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場
を
別
に
す
れ
ば
、
ユ
ソ
カ
ー
時
代
の
そ
れ
を
越
え
て
い
る
。
シ

ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
ユ
ソ
カ
ー
的
１
１
資
本
主
義
的
大
土
地
所
有
は
、

に
集
約
的
畜
産
を
持
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
穀
作
を
目
ざ
し
て
い
た
。

二
、
三
の
村
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
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た
だ
、
間
題
な
の
は
、
第
七
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
最
近
家
畜

頭
数
が
増
加
し
て
い
な
い
ば
ガ
り
か
減
少
し
て
い
る
の
も
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

　
植
物
生
産
の
面
で
も
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
収
量
を
系
統
的
に
高
め
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
。
今
日
の
農
民
は
Ｍ
Ｔ
Ｓ
、
肥
料
の
供
給
、
政
府
の

価
格
政
策
等
に
よ
っ
て
、
一
九
四
五
年
以
前
の
農
民
よ
り
も
高
い
収
穫

を
あ
げ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
私
的
セ

量収の一タクセ業農的私の郡クレリフス
一
フ

トユシ表８第

一
四
　
（
一

一
四
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類
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ブ
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鈴

　
イ
　
　
　
　
豆
豆
　
　
馬
カ
作

小
大
小
大
　
用
鈴
出
用

ラ
　
　
　
用
料
　
碑
料
料

冬
冬
冬
夏
夏
燕
食
飼
甜
馬
う
飼
飼

ク
タ
ー
の
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
収
量
は
第
八
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
現
在
、
平
均
収
量
は
一
九
三
九
年
以
前
の
農
民
経
営
の
そ
れ
を
上
廻

っ
て
い
る
。
た
だ
、
以
前
の
ユ
ン
カ
ー
経
営
で
、
肥
料
を
豊
富
に
使
い
、

近
代
的
知
識
を
利
用
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
僅
か
の
場
合
の
高
い
収
量

に
は
今
日
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
。

　
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
収
量
を
高
め
る
こ
と
は
、
一
九
五
六
年
か
ら
始
ま

る
第
二
次
五
カ
年
計
画
に
お
け
る
全
農
民
の
主
要
た
課
題
で
あ
る
。
そ



れ
は
切
符
制
度
の
残
存
を
た
く
す
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
そ
　
　
こ
の
新
規
定
の
目
的
は
、
あ
ま
り
家
畜
頭
数
の
多
く
た
い
農
民
経
済
を

の
場
合
、
Ｍ
Ｔ
Ｓ
の
労
働
を
改
善
し
、
高
め
る
こ
と
が
決
定
的
な
役
割
　
　
激
励
し
て
そ
れ
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
－
あ
っ
た
。
当
時
す
で
に
、
よ
り

を
果
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
肥
育
さ
れ
た
家
畜
に
は
高
く
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
質
の
問
題

　
　
　
　
調
達
買
上
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
た
。
さ
き
に
述
べ
た
規
定
は
、
供
出
義
務
の
少

　
敗
戦
に
よ
る
食
糧
不
足
の
中
で
、
国
民
に
最
も
必
要
な
動
植
物
生
産
　
　
　
な
い
経
営
に
は
協
同
供
出
組
合
を
っ
く
ら
せ
た
り
、
代
替
供
出
を
認
め

物
を
供
給
す
る
た
め
に
は
、
市
場
関
係
を
計
画
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
　
　
た
り
し
て
、
供
出
を
促
進
し
た
。
た
と
え
ば
、
肉
の
代
り
に
牛
乳
、
卵
、

あ
っ
た
。
す
で
に
二
九
四
六
年
に
、
作
付
計
画
が
植
物
生
産
物
の
義
務
供
　
　
菜
種
を
供
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
豚
肉
は
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て

出
量
査
定
の
基
礎
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
穀
物
を
　
　
　
い
た
。
そ
の
効
果
は
比
較
的
急
速
に
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
動
植
物
生

栽
培
し
・
そ
の
経
営
の
供
出
規
準
が
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
一
ニ
ド
ッ
ベ
ル
　
　
産
は
戦
前
の
水
準
以
上
に
達
し
た
。
し
か
し
一
九
四
五
年
以
来
の
農
業

ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
四
八
ド
ヅ
ベ
ル
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
　
　
計
画
に
」
お
い
て
い
く
っ
か
の
誤
り
も
な
さ
れ
た
。
国
家
機
関
は
ま
だ
経

穀
物
が
供
出
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
た
か
っ
た
。
そ
れ
以
上
の
収
穫
は
個
　
　
験
に
乏
し
か
っ
た
の
で
、
経
済
問
題
と
労
農
同
盟
の
強
化
と
い
う
政
治

人
的
需
要
と
そ
の
経
営
の
た
め
に
１
処
分
で
き
た
。
畜
産
物
の
査
定
に
は
、
　
　
目
的
と
が
っ
ね
に
正
し
く
理
解
さ
れ
、
認
識
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ

一
九
四
九
年
ま
で
は
保
有
家
畜
数
が
基
礎
に
ー
さ
れ
た
、
一
九
四
九
年
三
　
　
た
。
も
ち
ろ
ん
、
国
民
食
糧
を
確
保
し
工
業
原
料
の
需
要
を
満
た
す
た

月
一
九
目
の
ド
イ
ッ
経
済
委
員
会
の
決
定
に
１
も
と
づ
い
て
、
肉
、
牛
乳
、
　
　
め
に
は
、
計
画
に
お
け
る
一
定
の
集
中
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
計

卵
の
義
務
供
出
は
、
そ
の
経
営
に
ー
現
存
す
る
家
畜
頭
数
に
，
よ
っ
て
き
め
　
　
両
は
Ｄ
Ｄ
Ｒ
の
種
々
の
地
域
に
お
け
る
自
然
的
．
経
済
的
条
件
を
基
礎

ら
れ
る
の
で
は
た
く
て
、
農
用
地
（
耕
地
、
園
地
、
菜
園
、
牧
草
地
、
放
牧
　
　
　
に
・
お
く
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
・
、
そ
れ
は
機
械
的
で
あ
る
こ
と
は
許
さ

地
）
の
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
で
き
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
家
畜
　
　
　
れ
ず
、
農
民
の
経
験
を
も
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
こ
う
し

頭
数
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
農
民
経
営
に
有
利
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
畜
　
　
た
点
も
あ
っ
て
、
一
九
五
七
年
一
月
一
目
以
降
、
穀
物
と
馬
鈴
薯
の
作

産
の
拡
大
に
あ
ま
り
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
経
営
に
不
利
で
あ
っ
た
。
　
　
付
計
画
は
廃
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
（
二
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

　
現
在
、
Ｄ
Ｄ
Ｒ
に
．
お
け
る
農
業
の
杜
会
主
義
的
セ
ク
タ
ー
は
農
用
地

面
積
の
約
三
〇
％
で
あ
り
、
私
的
セ
ク
タ
ー
は
約
七
〇
劣
で
あ
る
。
個

人
農
経
営
の
生
産
は
直
接
に
計
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
直
接
的
計

画
は
、
小
商
品
生
産
者
と
し
て
の
勤
労
個
人
農
の
性
格
と
資
本
主
義

的
農
業
経
営
の
性
格
に
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
農
は
生
産
手
段
、

原
料
、
生
産
物
を
自
由
に
処
理
す
る
。
大
農
は
よ
り
大
き
な
規
模
で
、

中
・
小
農
民
は
よ
り
小
さ
な
規
模
で
。
す
べ
て
の
個
人
農
に
共
通
な
の

は
、
か
れ
ら
が
自
己
の
計
算
で
生
産
を
行
な
い
、
そ
の
う
ち
か
ら
、
大

な
り
小
な
り
の
部
分
を
市
場
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
農
業

計
画
は
、
生
産
の
増
加
の
た
め
に
、
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
で
個
人

農
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
要
素
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

　
農
業
計
画
の
発
展
に
お
け
る
重
要
な
一
歩
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
第
一
回
党

大
会
の
決
定
が
、
国
立
調
達
所
の
建
設
を
提
起
し
た
こ
１
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
農
民
は
商
業
活
動
を
投
機
に
利
用
し
た
大
商
人
か
ら
保
護

さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
穀
物
商
人
が
買
付
を
行
な
っ
て
い
た
の
に
、
こ

の
仕
事
を
い
ま
や
国
立
調
達
所
が
引
受
げ
た
。

　
特
別
の
国
家
機
関
に
。
よ
る
農
産
物
の
調
達
買
上
は
民
主
的
土
地
改
革

の
必
然
的
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
都
市
と
農
村
の
間
の
新
し
い
市
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
（
一
ニ
ハ
）

関
係
を
形
成
す
る
前
提
で
あ
っ
た
。
家
斎
商
、
穀
物
商
に
よ
る
勤
労
農

民
の
搾
取
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
農
民
の
真
の
相

談
役
や
友
人
に
す
る
た
め
に
。
は
最
初
か
ら
国
有
調
達
買
上
経
営
に
お
け

る
官
僚
主
義
の
す
べ
て
の
現
わ
れ
に
対
し
て
も
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
農
産
物
の
義
務
供
出
と
白
由
買
上
げ
の
原
則
点
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
っ
い
て
い
え
ぱ
、

　
回
農
村
に
お
け
る
杜
会
経
済
構
造
に
照
応
し
て
、
農
産
物
の
供
出

義
務
の
範
囲
は
異
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
民
主
的
方
法
は
、
農
民

は
機
械
的
に
同
じ
に
取
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
所
有
と
生
産

能
力
に
応
じ
て
生
産
物
を
国
家
に
供
出
す
る
義
務
が
あ
り
、
国
家
は
そ

れ
に
適
当
た
価
格
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
¢
オ
　
Ｄ
Ｄ
Ｒ
の
平
均
で
現
在
、
全
生
産
物
の
う
ち
動
物
生
産
物
の

五
〇
劣
弱
と
植
物
生
産
物
の
三
〇
～
四
〇
劣
が
義
務
供
出
で
、
残
り
は

農
民
が
自
由
に
処
分
で
き
る
。
国
民
食
糧
と
原
料
需
要
を
ま
か
な
う
た

め
に
は
、
国
家
は
農
民
が
自
由
に
で
き
る
生
産
物
の
で
き
る
だ
け
多
く

の
部
分
を
買
上
げ
る
よ
う
に
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
○
自
由
に
販
売
さ
れ
た
生
産
物
に
は
、
因
家
は
義
務
供
出
の
も
と

に
あ
る
生
産
物
よ
り
も
高
い
価
格
を
保
証
す
る
が
、
そ
れ
は
農
民
に
は

よ
り
大
き
な
収
入
に
な
る
。
そ
こ
に
、
農
産
物
を
増
加
す
る
た
め
の
経



済
的
テ
コ
が
あ
る
。

　
側
、
義
務
供
出
と
国
家
に
よ
る
白
由
買
上
げ
と
並
ん
で
、
農
民
は
み
、

の
供
出
割
当
を
果
し
た
場
合
に
は
、
農
民
市
場
で
そ
の
商
品
を
白
由
に
ー

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
民
市
場
は
、
生
産
者
が
生
産
余
力
を
よ

り
よ
く
利
用
し
、
消
費
者
に
直
接
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
収

入
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
去
）
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た

食
糧
の
供
給
を
改
善
す
る
の
に
役
立
つ
。

　
一
九
五
六
年
一
月
一
日
に
、
動
械
物
生
産
物
の
価
格
が
一
都
変
吏
さ

れ
た
。
時
の
経
過
と
と
も
に
個
人
農
の
発
展
の
か
な
り
大
き
な
相
違
が

あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
を
た
お
し
、
農
業
生
産
を
全
体
と
し
て

発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
叢
務
供
出
価
格
を
高
め
、
白
由
買
上
価
格
を
一

部
引
下
げ
た
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
Ｄ
Ｒ
の
政
府
が
農
産
物
の
調
達
買
上
の
際
に
し
た
が
う
原
則
は
、

私
的
利
益
と
杜
会
的
利
益
を
正
し
く
緕
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

農
産
物
の
い
ろ
い
ろ
ち
が
っ
た
価
格
と
報
償
に
よ
っ
て
、
国
家
は
価
値

法
則
を
利
用
す
る
。

　
以
上
は
一
般
的
次
叙
述
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル

ク
郡
に
も
完
全
に
あ
て
は
ま
る
。
前
に
み
た
資
料
で
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ

ル
ク
郡
で
は
家
畜
頭
数
が
芳
干
減
少
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
畜
産
物
の
商
品
生
産
は
一
九
五
二
年
以
来
増
加
し
た
。
す
な
わ
い

お
、
家
畜
の
質
が
著
し
く
改
善
さ
れ
、
家
畜
の
重
量
増
加
に
。
よ
っ
て
頭

数
の
減
少
が
相
殺
さ
れ
、
市
場
生
産
の
増
加
が
可
能
に
、
な
っ
た
の
で
あ

る
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
に
お
げ
る
市
場
生
産
の
発
展
は
第
八
表
の

ど
お
り
で
あ
る
。
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ポ
ル
デ
ッ
ク
市
で
は
第
九
表
の
よ
う
に
畜
産
物
の
市
場
生
産
は
五
カ

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
薮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
二
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
九
巻
・
第
一
号
）

年
間
に
二
倍
以
上
に
な
っ
た
。
穀
物
や
菜
種
の
市
場
生
産
も
増
加
し

た
。

の上買達調るげおに郡クレ
“
ノ

フスラ
況

ト
状ユ

成

シ
達

表
１
０第

０

Ｏ

０

）

計
％

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０

Ｏ

Ｏ

（

１

１

１

了
げ
給

完
上
供

５

２

１

出
買
に

６

３

５

６

６

４

供
数
用了完

１

６

９

出

７

６

１

２

２

３

供

出
了

４

２

Ｏ

完

６

０

３

供
未

１

２

で

ａｈ

ヒ’

ま

Ｏ

以

２

ａ

～

ａ

ｈ

５

ｈ

５

Ｏ２

能
性
が
あ
る
。
大
農
の
場
合
で
も
十
分
た
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

域
の
国
家
機
関
は
法
観
の
枠
の
内
で
ど
う
し
た
ら
援
助
し
う
る
か
を
検

討
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
場
合
、

単
に
労
働
者
Ｈ
農
民
権
力
に
対
す
る
階
級
的
敵
意
の
表
現
で
あ
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
民
主
的
法
律
を
あ
く
ま
で
守
ら
せ
な
げ
れ

　
一
九
五
六
年
に
お
け
る
階
層
別
の

供
出
達
成
状
況
は
第
一
〇
表
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
動
植
物
生
産
物
の
市
場
生
産
を
も

っ
と
高
め
る
た
め
に
は
、
お
く
れ
た

経
営
を
強
化
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
が

と
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
二

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
に
つ
い

て
も
い
え
る
。
政
府
は
Ｍ
Ｔ
Ｓ
の
料

率
の
引
下
げ
に
、
よ
っ
て
そ
れ
を
行
た

っ
て
い
る
。
垣
常
的
膨
同
労
働
組
織

や
Ｌ
Ｐ
Ｇ
に
は
大
農
も
参
加
す
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地

　
　
供
出
義
務
を
完
遂
し
た
い
の
は

一
八
　
（
一

一
八
）

ぼ
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
個
人
農

　
現
在
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
は
、
個
人
農
は
二
九
、
四
ニ
ハ
ヘ

ク
タ
ー
ル
、
す
た
わ
ち
総
農
用
地
の
五
九
、
一
劣
を
経
営
し
て
い
る
。

Ｍ
Ｔ
Ｓ
区
域
別
の
階
層
構
成
は
第
一
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Ｆ
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５
Ｑ
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総

２

域

計

区Ｓ漱
一

合

ＴＭ

郡

一
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
み
る
と
五
～
一
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
経
営
が
圧
倒
的
で
あ
り
、

そ
の
杜
会
経
済
状
態
は
大
多
数
の

も
の
が
中
農
経
営
で
あ
る
。
シ
ュ

ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
の
た
い
て
い
の

勤
労
個
人
農
の
状
態
は
、
民
主
的

土
地
改
革
以
後
年
々
改
善
さ
れ
て

き
た
。
個
人
農
の
家
畜
頭
数
は
郡

平
均
以
上
で
あ
る
。
階
層
別
に
み

た
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
家
畜

頭
数
は
第
二
一
表
の
と
お
り
で
あ

る
。　

す
べ
て
の
家
畜
種
類
の
平
均
で
、

一
～
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
経
営
が
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
最
高
の
頭
数



を
持
っ
て
い
る
。

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
小
経

営
の
市
場
生
産
が
非
常
に
。
少

な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
た
と
え
ぼ
一
〇
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
当
り
乳
牛
が
四

二
・
四
頭
と
す
れ
ぼ
、
一
小

経
営
当
り
二
頭
そ
こ
そ
こ
に

な
る
。
牛
乳
の
大
部
分
は
白

家
消
費
さ
れ
る
。
五
ヘ
ク
タ

ー
ル
以
上
の
種
々
規
模
で
は

市
場
生
産
が
そ
れ
だ
げ
大
き

い
が
、
し
か
Ｌ
そ
れ
ら
も
杜

会
主
義
的
大
経
営
が
持
っ
て

い
る
可
能
性
に
は
劣
る
。
シ

ェ
ー
ン
ベ
ッ
ク
農
業
生
産
協

そ
れ
は
小
農
民
の
集
約
経
営
の
表
現
で
あ
る
。
し
か
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１
■
ｎ
■
一
一
」
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郡
個

同
組
合
は
個
人
有
の
家
畜
も
含
め
て
、
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
二
六

・
五
頭
、
す
な
わ
ち
一
～
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
小
農
経
営
平
均
の
六
二
・

五
彩
の
乳
牛
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
、
小
農
を
経
営
平
均
で
は
一
〇
〇

　
　
　
　
東
ド
ィ
ッ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ
（
大
藪
）

ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
四
〇
人
の
労
働
カ
が
い
る
が
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ヅ
ク
で

は
埜
か
一
四
・
四
労
働
力
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ヱ
ー
ン
ベ
ッ
ク
農
業
生
産

協
同
組
合
の
乳
牛
飼
育
は
実
際
に
は
小
農
民
経
営
よ
り
も
生
産
的
な
こ

と
が
わ
か
る
。
豚
や
羊
の
場
合
に
は
も
っ
と
有
利
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン

ベ
ヅ
ク
農
業
生
産
協
同
組
合
は
、
個
人
有
を
含
め
て
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー

ル
当
り
二
〇
九
頭
の
豚
と
五
三
頭
の
羊
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
個
人
農
的
小
経
営
の
限
界
と
同
時
に
ま
た
そ
の
展
望
の
問

題
に
ふ
れ
た
。
た
し
か
に
勤
労
個
人
農
大
衆
は
裕
福
に
な
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
大
部
分
の
新
設
農
民
に
も
あ
て
は
ま
る
。
新
設
農
民
と
勤
労
旧

農
民
と
の
杜
会
経
済
的
区
別
は
大
部
分
消
滅
し
た
。
こ
う
し
た
経
済
的

発
展
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
も
、
多
数
の
勤
労
個
人
農
を
し
て
、

か
れ
ら
の
経
営
だ
け
は
見
る
が
、
国
民
経
済
全
体
を
見
な
い
よ
う
に
。
さ

せ
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
次
の
三
つ
の
点
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
回
　
か
れ
ら
の
裕
福
さ
は
、
単
に
か
れ
ら
自
身
の
努
力
や
仕
事
の
結

果
で
は
た
い
。
そ
れ
は
、
．
な
に
よ
り
も
ま
ず
わ
が
労
働
者
Ｈ
農
民
権
力

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
勤
労
農
民
を
数
年
来
多
く
の
点
で
支
援
し
て
き

た
農
業
政
策
の
結
果
で
あ
る
。
勤
労
個
人
農
の
福
祉
は
本
来
杜
会
主
義

の
建
設
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
農
民
階
級
に
も
利
益
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
（
一
一
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
娩
十
九
巻
・
第
一
号
）

な
っ
て
い
る
。

　
向
小
経
営
は
農
業
に
お
け
る
近
代
技
術
の
適
用
を
妨
げ
る
。
市
場

生
産
の
可
能
性
は
杜
会
主
義
的
大
経
営
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
。
小

さ
い
。
新
し
く
、
よ
り
よ
い
側
人
農
の
生
活
条
件
の
下
に
お
い
て
さ
え

も
、
小
規
模
で
分
散
し
た
土
地
で
の
経
営
方
法
は
残
る
。
最
新
の
農
業

技
術
に
よ
る
耕
作
方
法
は
個
限
的
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
。
近
代
的
大

農
業
機
械
の
利
用
は
小
面
積
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
。
古
い
経
営
方
法

は
動
植
物
生
産
の
そ
れ
以
上
の
急
速
た
増
加
を
困
難
に
し
、
勤
労
個
人

農
の
収
入
の
そ
れ
以
上
の
増
加
を
困
難
に
す
る
。

　
０
　
勤
労
個
人
農
は
、
Ｄ
Ｄ
Ｒ
で
杜
会
主
義
の
建
設
が
行
な
わ
れ
て

い
る
条
件
の
下
で
も
、
単
純
商
品
生
産
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
商

品
生
産
は
不
可
避
的
に
資
本
主
義
的
商
品
生
産
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ

ち
、
勤
労
農
民
は
そ
の
中
か
ら
、
い
っ
で
も
、
た
え
ず
資
本
家
を
分
離

し
て
い
る
。
農
民
階
級
が
杜
会
主
義
へ
の
道
に
ふ
み
出
す
こ
と
は
政
治

的
・
経
済
的
必
然
で
あ
る
。

　
民
主
的
土
地
改
革
に
よ
る
農
業
の
杜
会
経
済
構
造
の
変
化
は
次
の
よ

う
に
総
括
さ
れ
る
。

　
倒
民
主
的
土
地
改
革
と
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
没
収
に
よ
り
、
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
（
二
一
〇
）

東
部
に
お
け
る
ユ
ン
カ
ー
と
独
占
資
本
の
権
力
は
最
終
的
に
排
除
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
主
的
、
平
和
的
発
展
の
基
礎
が
確
実
に
さ
れ

た
が
、
そ
れ
は
、
全
ド
イ
ツ
農
民
層
に
と
っ
て
巨
大
な
意
義
を
も
っ
て

い
た
。

　
旧
　
土
地
改
革
と
独
占
の
没
収
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡

に
お
い
て
も
、
全
農
民
層
は
ユ
ン
カ
ー
と
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
の
主
人
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

る
搾
取
と
圧
迫
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
農
業
に
お
げ
る
唯
一
の
資
本
家
階

級
と
し
て
残
っ
た
の
は
、
大
農
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら

が
農
業
労
働
者
や
勤
労
個
人
農
を
搾
取
す
る
可
能
性
は
、
新
し
い
経
済

的
諸
条
件
と
民
主
的
法
律
に
よ
っ
て
著
し
く
狭
め
ら
れ
た
。

　
○
　
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡
で
は
、
約
三
、
二
〇
〇
人
の
農
業
労
働

者
と
貧
農
と
移
住
氏
が
、
土
地
改
革
に
よ
っ
て
自
己
の
経
営
を
手
に
入

れ
た
。
　
民
主
主
義
的
国
家
は
、
　
か
れ
ら
を
　
　
旧
勤
労
農
民
も
だ
が

　
　
多
く
の
点
で
援
助
し
た
。
か
れ
ら
の
う
ち
の
大
多
数
は
裕
福
な
中

農
に
発
展
し
た
。
経
済
的
に
よ
り
強
い
多
数
の
も
の
と
並
ん
で
、
少
数

の
経
済
的
に
お
く
れ
た
勤
労
個
人
農
が
い
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
郡

で
は
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
の
経
営
の
六
・
四
％
と
五
～
二
〇
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
経
営
の
一
〇
・
二
彩
が
供
出
義
務
を
果
た
せ
な
い
で
い
た
。
こ

れ
ら
の
弱
小
経
営
は
、
進
歩
し
た
経
営
の
結
果
に
出
来
る
だ
け
早
く
到



達
す
る
よ
う
に
地
域
の
国
家
機
関
が
特
に
注
意
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。　

ゆ
　
民
主
的
土
地
改
革
と
独
占
資
本
の
没
収
は
、
労
働
者
階
級
と
勤

労
農
民
階
級
と
の
同
盟
を
よ
り
高
い
段
階
に
す
す
め
た
。
わ
が
政
府
の

政
策
は
、
こ
の
同
盟
を
全
力
を
あ
げ
て
、
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
向
け

ら
れ
て
い
る
。

　
同
大
農
に
も
、
市
場
生
産
を
で
き
る
だ
け
高
め
る
と
い
う
課
題
が

あ
る
。
か
れ
ら
も
ま
た
、
わ
が
労
働
者
１
１
農
民
国
家
の
基
礎
の
上
に
立

ち
、
民
主
的
法
律
を
守
る
な
ら
ば
、
確
実
な
展
望
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

大
農
は
、
と
に
か
く
平
和
の
維
持
と
民
主
的
方
法
で
の
ド
イ
ツ
の
再
統

一
に
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
ら
を
民
主
的
ド
イ
ツ
の

国
民
戦
線
の
闘
争
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国
の
指
導
力
と

し
て
の
労
働
者
階
級
が
、
資
本
主
義
的
要
素
に
た
い
す
る
警
戒
心
を
決

し
て
緩
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
的
土
地
改
革
と
農
業
の
杜
会
主
義
化
Ｈ

（
大
藪
）

二
二
　
（
二
二
）






